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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 当連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった株式会社松坂屋の中間連結財務諸表を引き継ぎ、期首

に設立したものとみなして作成している。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

３ 当連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった株式会社松坂屋の連結財務諸表を引き継いで作成して

いるため、同社の前連結会計年度（平成18年２月期)の数値を併せて記載している。なお、同社の前連結会計年

度の連結財務諸表は、「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等」の「(3)その他」に記載している。 

４ 純資産額の算定にあたり、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ている。 

  

回次 第１期 株式会社松坂屋第161期 

決算年月 平成19年２月 平成18年２月 

売上高 (百万円) 336,673 343,936 

経常利益 (百万円) 7,532 7,660 

当期純利益 (百万円) 5,255 5,519 

純資産額 (百万円) 64,508 70,446 

総資産額 (百万円) 217,493 217,642 

１株当たり純資産額 (円) 401.13 413.74 

１株当たり当期純利益 (円) 31.53 32.21 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 31.51 ― 

自己資本比率 (％) 29.5 32.4 

自己資本利益率 (％) 7.81 8.45 

株価収益率 (倍) 32.10 29.09 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 8,760 10,566 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,655 △3,395 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,015 △8,081 

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 8,672 11,583 

従業員数 
(外 平均臨時雇用者数) 

(名)
3,888
(3,147)   

4,004 
(3,296) 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 第１期の事業年度は平成18年９月１日から平成19年２月28日である。 

２ 営業収益には、消費税等は含まれていない。 

  

回次 第１期

決算年月 平成19年２月

営業収益 (百万円) 3,098

経常利益 (百万円) 2,457

当期純利益 (百万円) 2,471

資本金 (百万円) 9,765

発行済株式総数 (千株) 165,895

純資産額 (百万円) 61,370

総資産額 (百万円) 61,566

１株当たり純資産額 (円) 369.39

１株当たり配当額 (円) 4.00

１株当たり当期純利益 (円) 14.90

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 14.89

自己資本比率 (％) 99.5

自己資本利益率 (％) 4.12

株価収益率 (倍) 67.92

配当性向 (％) 26.85

従業員数 
(外 平均臨時雇用者数) 

(名)
34
(11) 



２ 【沿革】 

  

当社は、平成18年９月１日に株式会社松坂屋の株式移転により、同社を完全子会社とする持株会社として設立され

た。株式会社松坂屋の沿革は以下のとおりである。 

  

  

平成18年４月13日 株式会社松坂屋取締役会において、株主総会の承認を前提として、平成18年９月

１日付で株式移転による完全親会社を設立し、純粋持株会社体制へ移行すること

を決議 

平成18年５月25日 株式会社松坂屋の第161期定時株主総会において、株式移転により完全親会社を

設立することを承認、可決 

平成18年９月１日 株式移転により当社を設立 

当社の普通株式を、株式会社東京証券取引所（市場第一部）、株式会社名古屋証

券取引所（市場第一部）に上場 

明治43年２月 慶長16年(1611年)創業の「いとう呉服店」を改組し、300年にわたる営業の一切を継

承して、百貨店業を主目的とする資本金50万円の「株式会社いとう呉服店」を設立

した。本店を名古屋市栄町におき、支店を東京上野及び京都に設置した。 

大正10年７月 ㈱野澤屋呉服店(現 ㈱横浜松坂屋)設立 

大正12年３月 大阪市日本橋筋に大阪店を開店（昭和41年10月京橋に移転、平成16年５月閉鎖） 

大正13年12月 東京銀座に銀座店を開店 

大正14年２月 社名を株式会社松坂屋に変更 

大正14年３月 家具類製造業の㈱誠工舍(現 松坂屋誠工㈱)を設立 

大正14年５月 名古屋店舗の新築完成により本店を現在地に移転 

昭和３年８月 ㈱野澤屋呉服店が㈱野澤屋に社名変更 

昭和７年11月 静岡市御幸町に静岡店を開店 

昭和24年５月 東京証券取引所、名古屋証券取引所及び大阪証券取引所(平成15年11月上場廃止)に

株式上場 

昭和46年４月 岡崎市康生通に岡崎店を開店 

昭和47年12月 スーパーマーケット業の㈱中部松坂屋ストア及び㈱関東松坂屋ストア(平成12年３月

両社は合併し、現㈱松坂屋ストア)を設立 

昭和48年３月 会員組織サービス業の㈱マツザカヤ友の会を設立 

昭和49年３月 ㈱野澤屋が㈱ノザワ松坂屋に社名変更 

昭和49年10月 枚方市楠葉花園町にくずは店を開店（平成16年３月閉鎖） 

昭和49年11月 名古屋市中村区に名古屋駅店を開店 

昭和52年３月 ㈱ノザワ松坂屋が㈱横浜松坂屋に社名変更 

昭和54年11月 高槻市紺屋町に高槻店を開店 

平成13年10月 豊田市西町に豊田店を開店 

平成15年３月 株式交換により㈱横浜松坂屋を完全子会社化 

平成17年９月 ㈱誠工舍が松坂屋誠工㈱に社名変更 



３【事業の内容】 

当社の企業集団等は、当社、当社の子会社である㈱松坂屋及びその子会社17社並びに関連会社３社で構成されてお

り、百貨店業を中心としてスーパーマーケット業、不動産賃貸業などの事業を営んでいる。 

当社は純粋持株会社として、当社グループの経営戦略・管理並びにそれらに附帯する業務を行う。 

当社グループが営んでいる主な事業内容と、当社グループを構成する各社の当該事業における位置づけは次のとお

りである。 

  

(百貨店業) 

連結子会社の㈱松坂屋及び㈱横浜松坂屋が営んでおり、両社は商品券の相互受入や商品仕入業務等、営業上の提携

を行っている。 

また、連結子会社㈱マツザカヤ友の会は、会員組織のサービス業を営んでおり、㈱松坂屋の顧客に対し各種サービ

スを提供している。 

このほか、連結子会社６社及び非連結子会社１社が百貨店に付随する事業を営んでおり、連結子会社の栄印刷㈱は

包装紙等の印刷を、松坂サービス㈱は店舗のビルメンテナンス業務等を行い、松栄食品㈱は店舗内での飲食店の営

業、㈱東都運搬社は商品の配送業務、㈱レックファイナンスは店舗用什器、事務機器等のリース業をそれぞれ営んで

いる。 

  

(スーパーマーケット業） 

連結子会社の㈱松坂屋ストア、㈱横浜松坂屋ストア及び野沢商事㈱が、名古屋市、東京都、横浜市及びその周辺地

域において営んでいる。 

  

(不動産賃貸業) 

㈱松坂屋、㈱横浜松坂屋及び㈱セントラルパークビルが不動産賃貸業を兼営している。 

  

(その他の事業) 

連結子会社５社、関連会社２社及び持分法非適用関連会社１社が、建装工事請負業、保険代理業等を営んでおり、

建装工事請負業を営む連結子会社松坂屋誠工㈱はグループ各社の店舗造作工事を行っている。 

  



[事業系統図] 

当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりである。 

  

 

  

（注）※印は、持分法適用関連会社である。 
  
  



４ 【関係会社の状況】 

  

  
(注) １ 特定子会社に該当する。 

 ２ 議決権の所有割合の括弧書は間接所有割合で、内書である。 

３ 株式会社松坂屋については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えてい

る。 

  主要な損益情報等 ① 売上高   290,677百万円 

           ② 経常利益   6,521百万円 

           ③ 当期純利益  3,855百万円 

           ④ 純資産額   62,509百万円 

           ⑤ 総資産額  208,501百万円 

  

会社名 住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
議決権の
所有割合
(％) 

関係内容

(連結子会社)      
株式会社 
松坂屋(注)１、３ 

名古屋市 
中区 9,765 百貨店業 100.0 役員の兼任 13名

株式会社 
横浜松坂屋 

横浜市 
中区 100 百貨店業 100.0

(100.0)
役員の兼任 １名

株式会社 
マツザカヤ友の会 

名古屋市 
中区 50 百貨店業 

(会員組織サービス業) 
100.0

(100.0)
役員の兼任 ２名
㈱松坂屋が同社お買物券の受入を行っている。 

栄印刷株式会社 名古屋市 
港区 100 百貨店業 

(印刷業) 
100.0

(100.0)
役員の兼任 １名

松坂サービス 
株式会社 

名古屋市 
千種区 100 

百貨店業 
(ビルメンテナンス・
店舗装飾・人材派遣) 

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名
当社グループの店舗のビルメンテナンス・装飾及び人材
派遣を行っている。 

松栄食品株式会社 名古屋市 
中区 100 

百貨店業 
(飲食業、食料品の製
造・卸売) 

87.6
(87.6)

役員の兼任 １名

株式会社 
東都運搬社 

東京都 
墨田区 24 百貨店業 

(運送業) 
66.7
(66.7)

役員の兼任 １名
当社グループの商品の運搬を行っている。 

株式会社龍泉 横浜市 
中区 10 

百貨店業 
(駐車場管理業、食料
品の製造・販売) 

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名

株式会社 
レックファイナン
ス 

名古屋市 
中区 200 百貨店業 

(リース業) 
100.0

(100.0)

役員の兼任 １名
当社グループへの什器・事務機器等のリースを行ってい
る。 

株式会社 
松坂屋ストア 

名古屋市 
千種区 100 スーパーマーケット業

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名

株式会社 
横浜松坂屋ストア 

横浜市 
神奈川区 80 スーパーマーケット業

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名

野沢商事株式会社 横浜市 
磯子区 69 スーパーマーケット業

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名

松坂屋誠工 
株式会社 

名古屋市 
中区 100 その他の事業 

(建装工事請負業) 
100.0

(100.0)
役員の兼任 １名
当社グループの店舗造作工事を行っている。 

日本リフェクス 
株式会社 

東京都 
中央区 76 

その他の事業 
(グラスレスミラーの
製造・販売) 

100.0
(100.0)

役員の兼任 １名

有限会社常磐商会 名古屋市 
中区 3 その他の事業 

(保険代理業) 
100.0

(100.0)
役員の兼任 １名

テンプスタイル 
株式会社 

名古屋市 
中村区 90 その他の事業 

(人材派遣業) 
51.0
(51.0)

役員の兼任 １名

株式会社 
セントラルパーク
ビル 

愛知県 
岡崎市 100 

その他の事業 
(駐車場業・不動産賃
貸業) 

85.7
(85.7)

役員の兼任 ３名

(持分法適用関連 
会社) 
株式会社 
エンゼルパーク 

名古屋市 
中区 400 その他の事業 

(駐車場業) 
37.3
(37.3)

役員の兼任 ５名

栄リネンサプライ 
株式会社 

愛知県 
北名古屋市 30 その他の事業 

(クリーニング業) 
33.3
(33.3)

役員の兼任 ３名



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年２月28日現在 

(注) 従業員数は就業人員数であり、括弧書は臨時従業員数(年間平均人員、１日８時間換算)で、外書である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 当社の従業員は、全員㈱松坂屋の出向者であり、平均勤続年数は㈱松坂屋の勤続年数を通算している。 

２ 従業員数は就業人員数であり、括弧書は臨時従業員数(年間平均人員、１日８時間換算)で、外書である。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、組合員数 4,803名(平成19年２月28日現在)で組織されている松坂屋グループ労働組合連合会

がある。 

当社グループの会社と組合の関係は良好である。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

百貨店業 3,458(2,546) 

スーパーマーケット業 308( 564) 

不動産賃貸業 11( 11) 

その他の事業 111( 26) 

合計 3,888(3,147) 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

34( 11) 46.2 24.2 8,489,264 



第２ 【事業の状況】 

提出会社は、平成18年９月１日に株式会社松坂屋の完全親会社として設立されているが、当期の連結財務諸表は完

全子会社となった株式会社松坂屋の中間連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立したものとみなして作成している。ま

た、前年同期比については、当連結会計年度が設立初年度のため、記載していない。 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、好調な企業業績を背景に民間設備投資が堅調に推移するとともに、個

人消費が緩やかに回復し、景気は拡大基調で推移した。 

百貨店業界においては、激しい業態間の競争が続くなか、宝飾品、美術品や身の回り品など一部商品に動きが見

られたものの、天候不順により主力の衣料品が低調であったことから、全国百貨店売上高は前年実績を下回る結果

となった。 

このような情勢のもと当企業集団は、①戦略と事業の分離による経営の効率化②権限委譲による意思決定の迅速

化と経営責任の明確化③組織再編スピードの加速を目的として、平成18年９月１日に「株式会社松坂屋ホールディ

ングス」を設立した。この持株会社体制のもとで、「顧客視点の営業革新と社会から信頼される経営」を基本方針

とする「２００５－２００７年度松坂屋中期経営計画」を引き続き推進し、経済性、社会性、人間性のバランスの

とれた経営の実践に取り組んだ。 

この結果、当連結会計年度の売上高は 336,673百万円、経常利益は 7,532百万円、当期純利益は 5,255百万円の

成績となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

＜百貨店業＞ 

百貨店業においては、お客様第一の営業施策を実践し、愛され信頼される店舗づくりと商品・サービスの提供

を通じて、様々なライフスタイルの提案を行った。 

顧客サービス向上の取り組みとしては、高い接客・販売技術を持つ従業員を主要店舗に販売教育担当として配

置し、販売・接客サービスのレベルアップに努めた。 

店舗改装では、名古屋店の北館を豊かで創造的な暮らしをサポートする「ライフリゾート館」として全館改装

し、平成18年３月の地上階のオープンに続き、10月に地階のレストラン街を一新した。上野店は、50年ぶりの全

館改装に取り組み、本年３月３日にグランドオープンした。その他、３年計画で進めてきた高槻店の全館改装を

完成させたほか、静岡店では、「エルメス」など有力ブランドを多数導入した。 

商品面では、お客様により良い商品を提供するため、ＭＤ業務の精度向上や仕入担当者へのＭＤ研修の強化に

取り組んだ。また、お客様の声を活かした開発商品「ディス・ワンズ・フォーユー」の企画点数を拡大したほ

か、婦人服のオリジナルセレクトショップ「フレア・フォー・エフ」やお取引先との協業ショップの商品充実に

努めた。 



催事面では、「日本の職人展」、「２００６フランスフェア」、「ヴェネツィアンビーズの世界展」など話題

性豊かな商品催事、文化催事を数多く開催するとともに、松坂屋創業３９５周年・松坂屋美術館開館１５周年記

念として「マリア・テレジアとシェーンブルン宮殿展」、「四大浮世絵師展～写楽・歌麿・北斎・広重～」など

を開催し、多くのお客様からご好評いただいた。 

組織・業務面では、平成18年３月に事務部門を一元化した業務統括本部を新設し、業務の品質・効率の向上を

図り、営業部門への支援体制を強化した。また、９月には、業務改革推進室を中心としてコスト削減プロジェク

ト「ＧＥＴ ＰＲＯＦＩＴ ３０」をスタートし、抜本的な営業費の見直しを進めた。加えて、個人情報の保護

管理体制を整備し、７月にはプライバシーマークを取得した。 

この結果、売上高は 301,196百万円、営業利益は 5,755百万円の成績となった。 

  

＜スーパーマーケット業＞ 

スーパーマーケット業においては、名古屋地区で千代田店を新規オープンする一方、前山店を閉鎖したほか、

既存店の改装など活性化に向けた営業諸施策を実施したが、競争が一段と激化するなか、売上高は 26,556百万

円、営業損失は 225百万円となった。 

  

＜不動産賃貸業＞ 

不動産賃貸業においては、売上高は 2,032百万円、営業利益は 1,320百万円の成績となった。 

  

＜その他の事業＞ 

その他事業においては、建装工事請負業の業績が好調に推移し、売上高は 6,887百万円、営業利益は 436百万

円の成績となった。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益 9,001百万円、減価償

却費 5,512百万円、退職給付信託返還益 △2,907百万円などにより 8,760百万円の収入となった。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得などにより、8,655百万円の支出となった。 

また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に自己株式の取得により 3,015百万円の支出となった。 

この結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は 8,672百万円となった。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 当社グループでは、百貨店業、スーパーマーケット業、不動産賃貸業及びその他の事業を営んでおり、その他の

事業の一部に生産、受注の実績があるが、当社グループの販売実績に占める割合が低いため記載を省略している。 

  

(2) 販売の状況 

当連結会計年度における販売実績の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去している。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

３ 前年同期比については、当連結会計年度が設立初年度のため、記載していない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

百貨店業 301,196

スーパーマーケット業 26,556

不動産賃貸業 2,032

その他の事業 6,887

合計 336,673



３ 【対処すべき課題】 

当社は、株式会社大丸と本年９月に株式移転により共同持株会社を設立することで合意した。今後は、新持株会社

のもとで両社の経営資源、ノウハウを有効活用してシナジー効果を高め、さらなる企業価値の向上を目指していく。 

統合による具体的な効果としては、 

(1)相互の優れたノウハウ、システムの導入による経営効率の向上 

(2)百貨店事業における営業力強化の実現 

(3)首都圏エリア戦略強化による収益力拡大 

(4)キャッシュ・フローの増大、財務体質強化による成長への対応力の拡大 

(5)システムの統合、後方事務部門のスリム化、共同購買の拡大などによる効率化、コスト削減 

(6)人材の活用と能力発揮による人的生産性の向上、企業活力の向上 

(7)関連事業会社の再編・統合などによる経営効率の向上 

があげられる。 

  

この統合効果を早期に実現することで、お客様満足の一層の向上と企業価値の最大化を図り、百貨店事業を核とし

た質量ともに日本を代表する小売業界のリーディングカンパニーの地位確立を目指していく。 

なお、当社は平成18年10月12日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を平成19年５月24日開催の定時株

主総会までの暫定措置として導入することを決議した。しかし、平成19年５月24日開催の定時株主総会では当社株式

の大量取得行為に関する対応策に関する決議を行なわなかったため、当該買収防衛策の内容の記載を省略している。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりである。また、

当社グループとしては必ずしも事業上のリスク要因と考えていない事項についても、投資者の投資判断上、重要であ

ると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載している。当社グループは、これ

らのリスクの存在を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針である。 

  

(1) 需要動向におけるリスク 

当社グループの主要なセグメントである、百貨店業及びスーパーマーケット業の需要は、事業展開する国内にお

ける気候状況や景気動向・消費動向等の経済情勢、同業・異業種の小売業他社との競争状況等に大きな影響を受け

る。従って、これらの要因は、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(2) 公的規制におけるリスク 

当社グループは、事業展開をする国内において、事業・投資の許可のほか、独占禁止、消費者、租税、環境・リ

サイクル関連の法規制などさまざまな公的規制の適用を受けており、これらの規制を遵守できなかった場合には、

当社グループの活動が制限される可能性や、費用の増加につながる可能性がある。従って、これらの規制は、当社

グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(3) 出店に関する規制 

店舗の出店については、大規模小売店舗立地法による規制を受けている。売場面積が1,000㎡を超えることとなる

新規出店および増床については、都道府県または政令指定都市に届出が義務づけられ、届出後、都市計画、交通、

地域環境等の観点から地元住民の意見を踏まえ審査が進められる。従って、同法は当社グループの今後の出店計

画・店舗運営に影響を及ぼす可能性がある。 

また、当社グループが進めている再開発については、行政の認可や地域住民との合意形成などが必要であり、今

後の事業計画に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(4) 自然災害・事故におけるリスク 

当社グループのうち、百貨店業及びスーパーマーケット業は店舗による事業展開を行っているため、自然災害・

事故等により、営業継続に悪影響をきたす可能性がある。 

特に火災については、消防法に基づいた火災発生の防止を徹底して行っており、万一に備えて損害保険契約を締

結しているが、店舗において火災が発生した場合には、消防法による規制や被害者に対する損害賠償責任、従業員

の罹災による人的資源の喪失、建物等固定資産やたな卸資産への被害等により、当社グループの業績や財務状況に

悪影響を及ぼす可能性がある。 

また当社グループの店舗及び賃貸不動産は、名古屋市、東京都、横浜市、静岡市及びその周辺地区に集中してお

り、これらの地域において大規模な地震が発生した場合には、人的資源の喪失、建物等固定資産やたな卸資産への

被害等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 



(5) 商品取引におけるリスク 

当社グループでは、百貨店業及びスーパーマーケット業において、消費者向け取引を行っている。これらの事業

において欠陥商品や食中毒を引き起こす商品等、瑕疵ある商品を販売した場合には、公的規制を受ける可能性があ

るとともに、製造物責任や債務不履行による損害賠償責任等による費用が発生する場合がある。更に消費者からの

信用失墜による売上高の減少等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

また、当社グループでは、百貨店業の外商部門や建装工事請負業を中心として、法人向けの取引を行っている。

これらの事業は契約先１社あたりの販売額が比較的高額であり、製造物責任や債務不履行による損害賠償責任によ

り費用が発生した場合や、契約先の倒産により売掛金の回収が不能となった場合には、当社グループの業績や財務

状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(6) 顧客情報の流出におけるリスク 

当社グループでは百貨店業を中心に、顧客の個人情報を大量に保有・処理している。これらの個人情報の管理は

社内管理体制を整備して、厳重におこなっているが、犯罪等により外部に漏洩した場合には、顧客個人に支払う損

害賠償による費用の発生や、当社グループの社会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、当社グループの業

績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

第５経理の状況の１連結財務諸表等及び２財務諸表等の「注記事項（重要な後発事象）株式会社大丸との経営統合

について」参照。 

  

６ 【研究開発活動】 

特に記載する事項はない。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、原則として連結財務諸表に基づいて分析した内

容である。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものである。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成して

いる。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とする。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘

案し合理的に判断しているが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合が

ある。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務

諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

①売上高の状況 

当連結会計年度の売上高は 336,673百万円となった。百貨店業で 301,196百万円、スーパーマーケット業で 

26,556百万円、不動産賃貸業で 2,032百万円、その他事業で 6,887百万円となった。 

主たる事業である百貨店業についてみると、㈱松坂屋の静岡店、豊田店が前年を上回ったが、主要店舗である

名古屋店が前年の「愛・地球博」会場売店の売上がなくなったことにより、前年を下回った。 

②販売費及び一般管理費の状況 

販売費及び一般管理費は 75,962百万円となった。主な内訳は、給料手当 30,868百万円、退職給付費用 1,300

百万円、宣伝費 8,838百万円、賃借料 5,748百万円、減価償却費 5,045百万円である。 

③営業外損益及び特別損益の状況 

営業外損益の状況は、受取配当金 421百万円、商品券などの債務勘定整理益 1,543百万円など2,978百万円を営

業外収益に計上する一方、支払利息 558百万円、整理債務支払損 1,089百万円など 2,675百万円を営業外費用に

計上した。また、総資産の圧縮に向けて遊休不動産等の売却を進め、固定資産売却益 446百万円や退職給付信託

返還益 2,907百万円など 3,474百万円を特別利益に計上する一方、名古屋店北館や上野店などの全館改装工事や

建物耐震改修工事に伴う固定資産処分損 1,753百万円などを特別損失として 2,005百万円を計上した。 

  



(3) キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで得た収入を売場改装等の設備投

資や自己株式の取得、配当金の支払等に使用したことから、「現金及び現金同等物の期末残高」は 8,672百万円と

なった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益 9,001百万円、減価償却費 5,512百万円、退職給付信託返還益 △2,907百万円などに

より営業活動によるキャッシュ・フローは 8,760百万円の収入となった。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

固定資産の売却による収入が 502百万円あったが、百貨店各店の売場改装や建物耐震工事等の設備投資によ

り、8,655百万円の支出となった。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

自己株式の取得や配当金の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは 3,015百万円の支出となっ

た。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で 8,979百万円の設備投資を実施した。 

事業の種類別セグメントにおける設備投資額及び主な投資内訳は、次のとおりである。 

  

  

＜百貨店業＞ 

㈱松坂屋において、名古屋店、高槻店などの売場改装工事及び名古屋店、静岡店の耐震改修工事などを中心

に 7,940百万円を実施したほか、㈱レックファイナンスにおいてリース用資産の取得などで 532百万円の設備

投資を実施した。 

  

＜スーパーマーケット業＞ 

㈱松坂屋ストアにおいて、千代田店の店舗出店等を行って 497百万円の設備投資を実施した。 

  

所要資金については、自己資金及び銀行借入金により充当した。 

  

百貨店業 8,543百万円 

スーパーマーケット業 508 

不動産賃貸業 42 

その他の事業 39 

消去 △153 

合計 8,979 



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

(注)  従業員数の括弧書は、臨時従業員数(年間平均人員、１日８時間換算)で、外書である。 

  

 (2) 国内子会社 

①株式会社松坂屋 

(注) １ 従業員数の括弧書は、臨時従業員数(年間平均人員、１日８時間換算)で、外書である。 

２ 名古屋店、上野店及び静岡店には、それぞれ所属のギフトショップが含まれている。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積千㎡)
その他 合計 

本部 
(名古屋市中区) 

百貨店業 事務所 ―
―

(―)
― ― 
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(11)

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積千㎡)
その他 合計 

業務統括本部及び名古屋店 
(名古屋市中区) 

百貨店業 
事務所及び
店舗 

23,246
14,740

(33)
983 38,970 

1,292
(656)

岡崎店 
(愛知県岡崎市) 

百貨店業 店舗他 0
0

(0)
0 0 

64
(70)

名古屋駅店 
(名古屋市中村区) 

百貨店業 店舗他 0
0

(0)
0 0 

116
(85)

豊田店 
(愛知県豊田市) 

百貨店業 店舗 455
0

(0)
39 495 

81
(89)

高槻店 
(大阪府高槻市) 

百貨店業 店舗他 2,439
3,055

(5)
110 5,604 

179
(153)

上野店 
(東京都台東区) 

百貨店業 店舗他 7,743
2,380
(16)

452 10,577 
661
(257)

銀座店 
(東京都中央区) 

百貨店業 店舗他 3,969
15,139

(5)
506 19,615 

213
(120)

静岡店 
(静岡市葵区) 

百貨店業 店舗他 7,322
6,086

(8)
378 13,786 

248
(211)



②その他の主な国内子会社 

  

(注) 従業員数の括弧書は、臨時従業員数(年間平均人員、１日８時間換算)で、外書である。 

  

  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループは、百貨店業を中心として、収益性の高い事業分野への集中的な経営資源の投入と効率的な活用によ

り、グループ経営の基盤強化と事業の再構築を進める方針であり、設備投資については、店舗増床や売場改装、設備

更新などを中長期的な視点で計画的に実施する。 

現在における重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりである。 

  

(1) 改修 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 除却 

該当事項はない。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積千㎡)
その他 合計 

㈱横浜松坂屋 
本店本館他 
(横浜市 
中区他) 

百貨店業 店舗他 276
3,125

(3)
1 3,402 

94
(142)

㈱横浜松坂屋 
本店西館他 
(横浜市 
中区) 

不動産賃貸業 貸店舗 1,855
2,704

(3)
0 4,559 

4
(1)

㈱松坂屋ストア 
本山店他 
(名古屋市 
千種区他) 

スーパーマー
ケット業 

店舗他 932
1,552

(2)
81 2,566 

262
(450)

松坂屋誠工㈱ 
本社他 
(名古屋市 
中区他) 

その他の事業 
事務所及び
工場 

73
151
(2)

24 249 
79
(14)

栄印刷㈱ 
本社工場他 
(名古屋市 
港区他) 

百貨店業 
事務所及び
工場 

54
683
(7)

169 907 
68
(30)

松栄食品㈱ 
本社他 
(東京都 
中央区他) 

百貨店業 事務所他 256
539
(1)

21 816 
109
(199)

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の 
内容 

投資予定額
(百万円) 資金調達

方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力

総額 既支払額 着手 完了 

㈱松坂屋名古屋店
他 

名古屋市
中区他 

百貨店業 
売場改装
設備更新
耐震工事 

8,200 215 自己資金
平成19年
３月 

平成20年
２月 

―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

①新株予約権（当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役及び執行役員に対するもの） 

当社は、会社法第236条第１項、第238条第１項及び第２項並びに第240条第１項の規定に基づき新株予約権を発

行している。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年５月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 165,895,830 165,895,830

東京証券取引所
（市場第一部） 
名古屋証券取引所 
（市場第一部） 

― 

計 165,895,830 165,895,830 ― ― 

  
事業年度末現在

(平成19年２月28日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年４月30日) 

新株予約権の数(個) 125(内訳：取締役79、監査役16、

取締役を兼務しない執行役員30) 

(注)１ 

同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 125,000 

(内訳：取締役79,000、監査役

16,000、取締役を兼務しない執行

役員30,000) 

同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １個当たり1,000円 

(１株当たり１円) (注)２ 

同左 

新株予約権の行使期間 自 平成18年７月15日 

至 平成38年７月14日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 １円 

資本組入額 (注)３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左 



  

(注) １ 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は

株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる

ものとする。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

２ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式

１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

３（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

 （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資本金等増加限度

額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

４（1）新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいず

れかの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

 （2）新株予約権者は、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から

10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。 

 （3）新株予約権者が平成37年7月14日まで当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有

し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14日まで新株予約権を行使

することができるものとする。 

 （4）新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

５ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  (1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    新株予約権１個につき、(1)記載の再編対象会社の株式 1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株

予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

  (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

  (4) 新株予約権を行使することができる期間 

    新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

  (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

  (6) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (7) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権と同じとする。 

  
事業年度末現在

(平成19年２月28日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年４月30日) 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の決議による承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 該当事項はない。 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５ 同左 



②新株予約権（当社及び株式会社松坂屋の従業員に対するもの） 

当社は、会社法第236条第１項、第238条第１項及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載に同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未

満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

       調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

２ 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法

第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法

律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等

の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換で

きる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合

を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
事業年度末現在

(平成19年２月28日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年４月30日) 

新株予約権の数(個) 300(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 300,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １個当たり794,000円 

(１株当たり794円)(注)２ 

同左 

新株予約権の行使期間 自 平成20年７月15日 

至 平成24年７月14日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 794円 

資本組入額 (注)３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 新株予約権者が新株予約権を放棄

した場合には、かかる新株予約権

を行使することができない。 

その他の条件は、当社と新株予約

権の割り当てを受けたものとの間

で締結した「新株予約権割当契

約」で定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の決議による承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 該当事項はない。 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４ 同左

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後行使価額＝ 

  

調 整 前 

行使価額 

  

× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

時  価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

３（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

 （2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資本金等増加限度

額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号の

イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    交付される新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編

後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

  (5) 新株予約権を行使することができる期間 

    平成20年７月15日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成24年７月14日までとする。 

  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

    上記３に準ずる。 

  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

  (8) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (9) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はない。 



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 設立に伴う増加である。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式が、それぞれ 61単元及び 69株含まれている。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 14単元及び 100株

含まれている。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年２月28日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成18年９月１日 165,895 165,895 9,765 9,765 49,072 49,072

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

0 67 34 341 76 3 26,071 26,592 ―

所有株式数 
(単元) 

0 60,419 883 25,184 18,681 6 58,095 163,268 2,627,830

所有株式数 
の割合(％) 

0.00 37.01 0.54 15.42 11.45 0.00 35.58 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

第一生命保険相互会社 
(常任代理人資産管理サービス 
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区有楽町一丁目13―１ 

(東京都中央区晴海一丁目８―12) 
8,887 5.35 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６―６ 5,976 3.60 

株式会社松坂屋 名古屋市中区栄三丁目16―１ 5,812 3.50 

松和会 名古屋市中区栄三丁目16―１ 5,233 3.15 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７―１ 4,466 2.69 

松坂屋共友会 名古屋市中区栄三丁目16―１ 4,379 2.64 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社 
(中央三井信託銀行株式会社 
退職給付信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８―11 4,106 2.47 

松坂屋ホールディングス 
従業員持株会 

名古屋市中区栄三丁目16―１ 4,089 2.46 

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人資産管理サービス 
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町一丁目１―５ 

(東京都中央区晴海一丁目８―12) 
3,681 2.21 

株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目１―13 3,597 2.16 

計 50,230 30.27 



(注) １ 松和会は、株式会社松坂屋の従業員を対象に福利厚生事業を行う法人格なき社団である。会の運営資金は、基金、所有資

産から生ずる収入によりまかなっている。また、松坂屋共友会は、株式会社松坂屋の取引先企業で構成されている持株会

である。両者とも会社とは、会の運営並びに資金面等における連けいはない。 

２ 株式会社松坂屋が所有している上記株式については、会社法施行規則第67条の規定より議決権の行使が制限されている。

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 

14,000株及び 100株含まれている。また、「完全議決権株式(その他)」及び「総株主の議決権」の欄の議決権の数には、

同機構名義の議決権がそれぞれ 14個含まれている。 

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式が 69株及び相互保有株式が 108株それぞれ含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年２月28日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式） 

（相互保有株式） 
普通株式 61,000

普通株式 5,812,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

157,395,000 
157,395 ― 

単元未満株式 普通株式 2,627,830 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 165,895,830 ― ― 

総株主の議決権 ― 157,395 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

 （自己保有株式） 
 株式会社松坂屋 
 ホールディングス 

名古屋市中区栄三丁目 
16番１号 

61,000 ― 61,000 0.03

 （相互保有株式） 
 株式会社松坂屋 

名古屋市中区栄三丁目 
16番１号 

5,812,000 ― 5,812,000 3.50

計 ― 5,873,000 ― 5,873,000 3.54



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

①平成18年４月13日開催の株式会社松坂屋取締役会決議に基づき、平成18年９月１日以降当社に承継されたもの 

当社及び株式会社松坂屋執行役員に対するもの 

「会社法」（平成17年法律第86号）第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し株

式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成18年４月13日開催の株式会社松坂屋取締役

会において決議し、当社に承継されたものである。 

当該制度の内容は、次のとおりである。 

(注) １ 当社が、株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）、株式併合、または資本の減少等を行

うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、下記の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

   調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

  また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額１円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額と

する。 

３(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれ

かの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

 (2) 新株予約権者は、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10

日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 

 (3) 新株予約権者が平成37年７月14日まで当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有

し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14日まで新株予約権を行使す

ることができるものとする。 

 (4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

決議年月日 平成18年４月13日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び株式会社松坂屋の取締役を兼務しない執行役員７名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 30,000株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり1,000円（１株当たり１円）（注２） 

新株予約権の行使期間 平成18年７月15日から平成38年７月14日まで 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

（注４） 



  (1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    新株予約権１個につき、(1)記載の再編対象会社の株式 1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株

予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

  (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

  (4) 新株予約権の行使することができる期間 

    新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

  (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

  (6) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (7) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権と同じとする。 

  

②平成18年５月25日開催の株式会社松坂屋定時株主総会決議に基づき、平成18年９月１日以降当社に承継されたも

の 

取締役に対するもの 

「会社法」（平成17年法律第86号）第236条、第238条、第239条及び第361条第１項第３号の規定に基づき、下

表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成18年５月25日開催

の株式会社松坂屋定時株主総会において決議し、当社に承継されたものである。 

当該制度の内容は、次のとおりである。 

(注) １ 当社が、株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）、株式併合、または資本の減少等を行

うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、下記の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

   調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

  また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額１円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額と

する。 

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役８名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 79,000株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり1,000円（１株当たり１円）（注２） 

新株予約権の行使期間 平成18年７月15日から平成38年７月14日まで 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

（注４） 



３(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれ

かの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

 (2) 新株予約権者は、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10

日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 

 (3) 新株予約権者が平成37年７月14日まで当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有

し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14日まで新株予約権を行使す

ることができるものとする。 

 (4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  (1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    新株予約権１個につき、(1)記載の再編対象会社の株式 1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株

予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

  (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

  (4) 新株予約権の行使することができる期間 

    新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

  (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

  (6) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (7) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権と同じとする。 



監査役に対するもの 

「会社法」（平成17年法律第86号）第236条、第238条、第239条及び第387条第１項の規定に基づき、下表の付

与対象者に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成18年５月25日開催の株式

会社松坂屋定時株主総会において決議し、当社に承継されたものである。 

当該制度の内容は、次のとおりである。 

(注) １ 当社が、株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）、株式併合、または資本の減少等を行

うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、下記の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

   調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

  また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額１円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額と

する。 

３(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれ

かの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

 (2) 新株予約権者は、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10

日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 

 (3) 新株予約権者が平成37年７月14日まで当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有

し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14日まで新株予約権を行使す

ることができるものとする。 

 (4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  (1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の監査役５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 16,000株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり1,000円（１株当たり１円）（注２） 

新株予約権の行使期間 平成18年７月15日から平成38年７月14日まで 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

（注４） 



  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    新株予約権１個につき、(1)記載の再編対象会社の株式 1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株

予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

  (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

  (4) 新株予約権の行使することができる期間 

    新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

  (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

  (6) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (7) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権と同じとする。 

  

従業員に対するもの 

「会社法」（平成17年法律86号）第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年５月25日の株式会社

松坂屋第161期定時株主総会終結時に在職中の同社従業員に対して特に有利な条件により新株予約権を引き受ける

者の募集をすることを平成18年５月25日の株式会社松坂屋定時株主総会において特別決議し、当社に承継された

ものである。 

当該制度の内容は、次のとおりである。 

(注) １ 当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。 

   調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２ 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた

金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

  なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割（株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合には、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び株式会社松坂屋の従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 300,000株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 （注２） 

新株予約権の行使期間 平成20年７月15日から平成24年７月14日まで 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

（注４） 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 



  また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

  
  なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。 

３ 新株予約権の行使の条件 

  新株予約権者が、その有する新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使できないものとする。その他の条

件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 

４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

  (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    交付される新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編

後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

  (5) 新株予約権の行使することができる期間 

    平成20年７月15日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成24年７月14日までとする。 

  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

   a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとす

る。 

   b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額

から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

  (8) 新株予約権の取得条項 

    新株予約権の取得条項は定めない。 

  (9) その他の新株予約権の行使の条件 

    新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

調整後行使価額＝ 
調整前 

行使価額 

  

× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はない。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はない。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式数には平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数

は含めていない。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

（注）当期間における保有自己株式数には平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しに

よる株式数は含めていない。 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 75,838 61,550,744 

当期間における取得自己株式 22,179 22,929,973 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(単元未満株式の買増請求に

よる売渡し) 
14,769 11,417,356 3,278 2,795,689 

保有自己株式数 61,069 ― 79,970 ― 



３ 【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を経営の 重要課題のひとつと考えており、安定的な配当水準の維持に加えて、設備投

資やキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、連結配当性向30％程度を目処に業績への連動性を重視した利益配分を

行うことを基本方針としている。 

当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会である。また、当社は中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針と

している。 

内部留保資金については、中長期的な視点に立って、営業力を強化するための店舗改装投資や事業拡大投資、財務

体質の強化などに活用し、企業価値の向上を図っていく所存である。 

当期の期末配当金については、１株につき４円（株式移転前の株式会社松坂屋の中間配当金を含め１株につき年７

円50銭）を実施することとした。この結果、連結配当性向は23.8％となった。 

  

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりである。 

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たりの配当金
（円） 

平成19年４月12日 
取締役会決議 

663 4.00

回次 第１期     

決算年月 平成19年２月     

高(円) 1,169  

低(円) 700  

月別 平成18年９月 10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 

高(円) 809 819 795 844 875 1,169

低(円) 706 720 700 764 811 852



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

代表取締役 
会長   岡 田 邦 彦 昭和10年７月11日

昭和33年４月 株式会社松坂屋入社 

(注)３ 80

平成２年９月 株式会社松坂屋本社開発事業部長 

平成３年５月 株式会社松坂屋取締役本社開発事

業部長 

平成５年３月 株式会社松坂屋取締役本社総合企

画室長 

平成７年３月 株式会社松坂屋取締役本社総合企

画室長兼関連事業部長 

平成９年11月 株式会社松坂屋常務取締役本社総

合企画室長兼広報室長兼関連事業

部長 

平成11年５月 株式会社松坂屋取締役社長 

平成13年５月 株式会社松坂屋取締役社長本社営

業本部長 

平成15年５月 株式会社松坂屋取締役社長 

平成16年５月 

  

平成18年５月 

  

平成18年９月 

  

平成18年９月 

株式会社松坂屋代表取締役社長執

行役員 

株式会社松坂屋代表取締役会長執

行役員 

株式会社松坂屋代表取締役会長

(現任) 

当社代表取締役会長(現任) 

代表取締役 
社長   茶 村 俊 一 昭和21年１月31日

昭和44年３月 株式会社松坂屋入社 

(注)３ 51

平成10年５月 株式会社松坂屋静岡店長 

平成11年５月 株式会社松坂屋取締役名古屋事業

部長兼名古屋店長 

平成12年５月 株式会社松坂屋常務取締役名古屋

事業部長兼名古屋店長 

平成14年５月 株式会社松坂屋専務取締役名古屋

事業部長兼名古屋店長 

平成15年５月 株式会社松坂屋専務取締役本社営

業本部長 

平成16年５月 

  

株式会社松坂屋代表取締役専務執

行役員本社経営企画室長 

平成16年９月 

  

  

平成18年３月 

  

平成18年５月 

  

平成18年９月 

平成19年５月 

  

株式会社松坂屋代表取締役専務執

行役員本社経営企画室長兼内務業

務改革室長 

株式会社松坂屋代表取締役専務執

行役員本社経営企画室長 

株式会社松坂屋代表取締役社長執

行役員 

当社代表取締役社長(現任) 

株式会社松坂屋代表取締役社長執

行役員兼営業統括本部長(現任) 



  
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(千株) 

専務取締役 

財務室長兼 

経営企画室、 
広報・ＩＲ室 

担当 

都 島 敏 明 昭和21年３月23日

昭和43年３月 株式会社松坂屋入社 

(注)３ 40

平成９年５月 株式会社松坂屋本社財務部長代理 

平成11年５月 株式会社松坂屋取締役本社財務部

長 

平成11年９月 株式会社松坂屋取締役本社財務部

長兼購買部長 

平成15年５月 

  

平成16年５月 

  

平成18年３月 

  

  

平成18年５月 

  

  

平成18年９月 

平成18年９月 

  

平成19年５月 

  

株式会社松坂屋常務取締役本社財

務部長 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員本社財務部長 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員本社広報・ＩＲ室長兼財務政策

室、財務経理部担当 

株式会社松坂屋取締役専務執行役

員本社経営企画室長兼広報・ＩＲ

室長 

株式会社松坂屋取締役(現任) 

当社専務取締役経営企画室、広

報・ＩＲ室、財務室担当 

当社専務取締役財務室長兼経営企

画室、広報・ＩＲ室担当(現任) 

取締役   田 近 健 也 昭和22年１月16日

昭和44年３月 株式会社松坂屋入社 

(注)３ 21

平成13年９月 株式会社松坂屋豊田店長 

平成15年５月 株式会社松坂屋取締役名古屋事業

部長兼名古屋店長 

平成16年５月 株式会社松坂屋取締役 退任 

平成16年５月 株式会社松坂屋常務執行役員名古

屋事業部長兼名古屋店長 

平成16年９月 

  

平成17年９月 

  

平成18年５月 

  

平成18年９月 

株式会社松坂屋常務執行役員中部

地区本部長兼名古屋店長 

株式会社松坂屋常務執行役員名古

屋店長 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員名古屋店長(現任) 

当社取締役(現任) 

取締役   安 達 進 一 昭和21年７月28日

昭和44年３月 

平成15年３月 

  

平成15年５月 

  

平成16年５月 

平成16年５月 

  

平成17年５月 

  

平成18年３月 

  

平成18年５月 

  

平成18年９月 

  

  

平成18年９月 

平成19年５月 

  

株式会社松坂屋入社 

株式会社松坂屋本社関連事業部長

代理 

株式会社松坂屋取締役本社関連事

業部長 

株式会社松坂屋取締役 退任 

株式会社松坂屋執行役員本社法

務・総務部長 

株式会社松坂屋常務執行役員業務

本部長 

株式会社松坂屋常務執行役員業務

統括本部副本部長 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員業務統括本部副本部長 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員業務統括本部副本部長兼業務改

革推進室長 

当社取締役(現任) 

株式会社松坂屋取締役常務執行役

員業務統括本部長(現任)  

(注)３ 20



  

(注) １ 取締役のうち、髙山剛は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

２ 監査役のうち、清水定彦及び髙野茂德は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

３ 任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時までである。 

４ 任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年２月期に係る定時株主総会終結の時までである。 

５ 任期は、平成18年９月１日の会社設立時から平成22年２月期に係る定時株主総会終結の時までである。 

６ 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入している。 

  取締役を兼務しない執行役員は、執行役員秘書・法務室長 山川浩司及び執行役員経営企画室長兼広報・ＩＲ室長 松田

伸治の２名である。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

取締役   髙 山  剛 昭和11年７月30日

昭和35年４月 

  

平成２年６月 

平成４年６月 

平成６年６月 

平成８年６月 

平成10年６月 

平成16年６月 

平成18年５月 

平成18年９月 

大同製鋼株式会社（現 大同特殊

鋼株式会社）入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社代表取締役副社長 

同社代表取締役社長 

同社代表取締役会長(現任) 

株式会社松坂屋取締役(現任) 

当社取締役(現任) 

(注)３ 2

常勤監査役   中 村 順 司 昭和22年12月１日

昭和46年３月 株式会社松坂屋入社 

(注)４ 6

平成18年３月 株式会社松坂屋業部統括本部人事

総務部長代理 

平成19年５月 

平成19年５月 

当社常勤監査役(現任) 

株式会社松坂屋常勤監査役(現任)  

監査役   清 水 定 彦 昭和５年12月13日

昭和28年４月 東邦瓦斯株式会社入社 

(注)５ 21

昭和59年６月 同社取締役 

昭和63年６月 同社常務取締役 

平成３年６月 同社専務取締役 

平成６年６月 同社取締役社長 

平成12年６月 同社取締役会長 

平成13年５月 株式会社松坂屋監査役(現任) 

平成16年６月 

平成18年９月 

東邦瓦斯株式会社相談役(現任) 

当社監査役(現任) 

監査役   髙 野 茂 德 昭和25年３月17日

昭和47年４月 第一生命保険相互会社入社 

(注)５ 1

平成10年４月 同社取締役 

平成13年４月 同社常務取締役 

平成16年７月 同社常務執行役員 

平成17年７月 同社取締役常務執行役員 

平成18年４月 同社取締役専務執行役員 

平成18年５月 

平成18年９月 

平成18年12月 

株式会社松坂屋監査役(現任) 

当社監査役(現任) 

第一フロンティア株式会社代表取

締役社長(現任) 

計 242



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社グループは、経営の効率性、透明性を高めて、株主価値を長期安定的に向上させることをコーポレート・ガ

バナンスの基本的な方針、目的と考えている。また、株主価値の向上は、お客様の満足と信頼を第一に、公正な企

業活動により社会的使命を果たし、地域の人々の信頼と支持を得ることで達成できると考えており、こうした観点

からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。 

  

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の内容 

当社は、監査役会設置会社であり、監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲

覧するなど、監査役会で協議した方針に従い、取締役会の意思決定と業務執行の状況について監査を行ってい

る。 

また、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入している。 

執行役員は、取締役会が決定した経営方針に基づき、権限を委譲された担当部門の業務執行を、適切かつ迅速

に行っている。 

取締役は、取締役会において、全体的な観点から十分な議論を経て意思決定を行い、併せて的確な意思決定が

迅速に行えるよう、執行役員に業務執行の権限を委譲するとともに、業務執行の監督を行い、経営監視機能の強

化を図っている。また、重要な経営課題について、経営戦略会議で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速

に行っている。 

有価証券報告書提出日現在の役員体制は、監査役が３名（うち２名が社外監査役）、取締役が６名（うち１名

が社外取締役）、執行役員が２名である。なお、取締役及び執行役員の任期は、１年としている。 

  



②コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組み 

〔株式会社松坂屋ホールディングスの組織図〕 

  

 

  

  

〔コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組み〕 

  

 

  



③内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社は、業務の有効性・効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令・定款等の順守、資産の保全という内

部統制の目的を達成するため、内部統制システム構築の基本方針を定めている。また、社長を統括責任者とする

「内部統制システム委員会」を設置し、システムの整備状況を監督するとともに、継続的に改善を行い、企業価

値の向上を図っている。 

内部監査は、社長の直轄機関である監査室（６名）が担当している。監査室は、年間の監査計画に基づき、各

部門の業務内容が法令・定款及び社内規程に照らして適正かつ効率的に実施されているかどうかを実地監査し、

監査結果を社長および代表取締役ならびに常勤監査役へ報告している。 

当社グループにおいては、「グループ会社管理規程」に基づき、「グループ会社業務連絡会」を開催するほ

か、連結子会社の重要事項の決定にあたり、当社の承認を義務付けるなど、連結子会社の経営管理を行ってい

る。また、社内通報・相談窓口として「松坂屋グループ企業倫理ヘルプライン」を設けて、社員等からの通報・

相談を速やかに受け付ける体制を整えており、法令違反および企業倫理に反するおそれのある行為の早期発見と

未然防止に努めている。 

リスク管理体制の整備については、公正取引、個人情報保護等のリスクカテゴリー毎にリスク管理責任者を定

め、それぞれにリスク管理体制を構築するとともに、松坂屋グループ各社の代表者による「グループリスクマネ

ジメント委員会」を設置し、グループ各社のリスクを監視、監督することとしている。 

  

④内部統制システムの構築に係る取締役会の決議 

平成18年９月１日開催の取締役会において、会社法第362条第４項第６号の規定により、業務の適正を確保する

ための体制の整備について、以下の項目の基本方針を決議した。 

(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備 

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備 

(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制の整備 

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備 

(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備 

(f) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備 

(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

(h) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(i) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制の整備 

(j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備 

  

⑤社外取締役及び社外監査役の状況 

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は

ない。 



(3) 役員報酬の内容 

取締役の年間報酬額 288百万円（うち社外取締役 ４百万円） 

監査役の年間報酬額  55百万円（うち社外監査役 14百万円） 

 （注）上記報酬額には、役員賞与、ストック・オプションとしての新株予約権及び株式会社松坂屋からの報酬額

を含めている。 

  

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条 

第１項に規定する業務に基づく報酬     ５百万円 

上記以外の報酬の金額           19百万円 

 （注）上記以外の報酬の内容は財務デュー・デリジェンス及び内部統制アドバイザリー・サービスである。 

  

(5) 会計監査の状況 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

 指定社員 業務執行社員 田島和憲（みすず監査法人） 

 指定社員 業務執行社員 鈴木賢次（みすず監査法人） 

なお、継続監査年数が７年以内のため監査年数の記載は省略している。 

監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士 ７名 

 会計士補等 ４名 

  

 (6) 責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結している。当該契約に基づく賠償責任限度額は、社外取締役及び社外監査役とも 720万円と

法令の定める 低限度とのいずれか高い額としている。 

  

(7) 取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めている。 

  

(8) 剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めている。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

  

(3) 当社は設立初年度であるため、連結財務諸表については前連結会計年度、財務諸表については前事業年度の記載

はしていない。 

  

(4) 当連結会計年度（平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)の連結財務諸表は、完全子会社となった株式会社

松坂屋の連結財務諸表を引き継いで作成している。（「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４株式

移転に伴う連結財務諸表上の会計処理に関する事項」」参照）。 

  なお、株式会社松坂屋の前連結会計年度（平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の連結財務諸表は、「第

５ 経理の状況 ２ 財務諸表等」の「(3)その他」に記載している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)の

連結財務諸表及び当事業年度(平成18年９月１日から平成19年２月28日まで)の財務諸表について、みすず監査法人の

監査を受けている。 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

    
当連結会計年度

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   8,666   

２ 受取手形及び売掛金   21,523   

３ 有価証券   76   

４ たな卸資産   13,838   

５ 繰延税金資産   4,150   

６ その他   2,719   

貸倒引当金   △144   

流動資産合計   50,830 23.4 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   144,697   

減価償却累計額   92,402 52,295   

(2) 土地   60,935   

(3) 建設仮勘定   217   

(4) その他   18,452   

減価償却累計額   14,968 3,484   

有形固定資産合計   116,932   

２ 無形固定資産   1,157   

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２ 36,529   

(2) 長期貸付金   164   

(3) 長期保証金   6,987   

(4) 繰延税金資産   641   

(5) その他   4,925   

貸倒引当金   △677   

投資その他の資産合計   48,572   

固定資産合計   166,662 76.6 

資産合計   217,493 100.0 



  

    
当連結会計年度

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金   18,595   

２ 短期借入金 ※１ 21,693   

３ 未払法人税等   390   

４ 前受金   19,837   

５ 商品券   12,574   

６ 役員賞与引当金   35   

７ その他   11,543   

流動負債合計   84,670 38.9 

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   10,000   

２ 長期借入金 ※１ 29,490   

３ 繰延税金負債   6,294   

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

  1,518   

５ 退職給付引当金   14,876   

６ 役員退職慰労引当金   48   

７ 負ののれん   421   

８ その他   5,664   

固定負債合計   68,313 31.4 

負債合計   152,984 70.3 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   9,765   

２ 資本剰余金   9,358   

３ 利益剰余金   43,797   

４ 自己株式   △5,106   

株主資本合計   57,814 26.6 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差額金   5,573   

２ 繰延ヘッジ損益   3   

３ 土地再評価差額金   800   

評価・換算差額等合計   6,376 2.9 

Ⅲ 新株予約権   111 0.1 

Ⅳ 少数株主持分   206 0.1 

純資産合計   64,508 29.7 

負債純資産合計   217,493 100.0 



② 【連結損益計算書】 

  

  

    
当連結会計年度

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   336,673 100.0 

Ⅱ 売上原価   253,482 75.3 

売上総利益   83,191 24.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 給料手当   30,868   

２ 退職給付費用   1,300   

３ 宣伝費   8,838   

４ 賃借料   5,748   

５ 減価償却費   5,045   

６ その他   24,161 75,962 22.6 

営業利益   7,228 2.1 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   42   

２ 受取配当金   421   

３ 債務勘定整理益   1,543   

４ 持分法による投資利益   116   

５ 売場改装受入金   50   

６ その他   803 2,978 0.9 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   558   

２ 固定資産除却損 ※１ 345   

３ 整理債務支払損   1,089   

４ その他   682 2,675 0.8 

経常利益   7,532 2.2 

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ 446   

２ 投資有価証券売却益   8   

３ 退職給付信託返還益   2,907   

４ その他   112 3,474 1.0 

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産処分損 ※３ 1,753   

２ 固定資産減損損失 ※４ 204   

３ 投資有価証券評価損   32   

４ その他   14 2,005 0.6 

税金等調整前当期純利益   9,001 2.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

  481   

法人税等調整額   3,285 3,767 1.1 

少数株主損失   20 0.0 

当期純利益   5,255 1.5 



③ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 9,765 9,599 43,045 △267 62,141 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当     △1,261   △1,261 

 役員賞与     △35   △35 

当期純利益     5,255   5,255 

 自己株式の取得       △8,332 △8,332 

自己株式の処分   14   30 45 

自己株式の消却   △255 △3,207 3,462 ― 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)     

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― △240 751 △4,838 △4,327 

平成19年２月28日残高(百万円) 9,765 9,358 43,797 △5,106 57,814 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 
その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

土地再評価

差額金 

平成18年２月28日残高(百万円) 7,504 ― 800 ― 424 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当           

 役員賞与           

当期純利益           

 自己株式の取得           

自己株式の処分           

自己株式の消却           

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △1,931 3 ― 111 △218 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△1,931 3 ― 111 △218 

平成19年２月28日残高(百万円) 5,573 3 800 111 206 



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
当連結会計年度

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益 9,001 

２ 減価償却費 5,512 

３ 固定資産減損損失 204 

４ 貸倒引当金の減少額 △48 

５ 退職給付引当金の減少額 △398 

６ 退職給付制度改定に伴う未払金の減少額 △1,216 

７ 役員退職慰労引当金の減少額 △285 

８ 受取利息及び受取配当金 △464 

９ 支払利息 558 

10 持分法による投資利益 △116 

11 退職給付信託返還益 △2,907 

12 固定資産売却益 △446 

13 固定資産等除却・処分損 1,057 

14 投資有価証券売却益 △8 

15 投資有価証券評価損 32 

16 売上債権の減少額 75 

17 たな卸資産の減少額 979 

18 仕入債務の減少額 △23 

19 その他 △1,754 

小計 9,751 

20 利息及び配当金の受取額 486 

21 利息の支払額 △541 

22 法人税等の支払額 △935 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,760 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有価証券の取得による支出 △59 

２ 有価証券の売却による収入 59 

３ 固定資産の取得による支出 △9,122 

４ 固定資産の売却による収入 502 

５ 投資有価証券の取得による支出 △11 

６ 投資有価証券の売却による収入 25 

７ その他 △49 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,655 



  

  

  
当連結会計年度

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額 6,660 

２ 長期借入れによる収入 3,000 

３ 長期借入金の返済による支出 △3,178 

４ 配当金の支払額 △1,254 

５ 自己株式の取得による支出 △8,332 

６ その他 89 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,015 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,910 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,583 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 8,672 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 17社 

   連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため、省略し

た。 

   当連結会計年度に設立したテンプスタイル㈱を連結の範囲に含めている。 

  

 (2) 非連結子会社及び連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社㈱横浜松坂屋友の会は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等の持分額の合計額は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない。 

   非連結子会社福富商事㈲は平成19年２月23日に清算結了した。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

   持分法適用関連会社２社の会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載し

ているため、省略した。 

  

 (2) 持分法非適用会社及び持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は非連結子会社１社及び関連会社１社で、いずれも小規模であり、当

期純損益及び利益剰余金等の持分額の合計額が連結財務諸表に及ぼす影響額は軽微なた

め、持分法を適用していない。 

  

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

  連結子会社の事業年度は、すべて親会社と同じである。 

  

４ 株式移転に伴う連結財務諸表上の会計処理に関する事項 

  株式会社松坂屋は平成18年９月１日に株式移転により、完全親会社となる株式会社松坂屋

ホールディングスを設立した。当該株式移転については、企業結合に係る会計基準（「企

業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成15年10月31日））

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として連結財務諸表上の会

計処理を行っている。 

  

５ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

     時価のないもの 移動平均法による原価法 

   デリバティブ 時価法 

   たな卸資産 主として売価還元法による低価法 



  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 

    耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってい

る。 

建物(建物付属設備を除く) 定額法 

その他の有形固定資産 主として定率法 

   無形固定資産 定額法 

    償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用している。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

    売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

   役員賞与引当金 

    役員賞与の支給に備えるため、支給予定額に基づき計上している。 

   （会計方針の変更） 

    当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用している。 

    これに伴い、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は

35百万円減少している。 

    なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載している。 

   退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上

している。 

    過去勤務債務は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数(主として13年)による定

額法により、費用処理している。 

    数理計算上の差異は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数(主として13年)によ

る定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

   役員退職慰労引当金 

    連結子会社において役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上している。 

    株式会社松坂屋は、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上していたが、平成18年５月25日の定時株主総会終結の時

をもって、役員退職慰労金制度を廃止した。これに伴い、平成18年５月25日までの在

任期間に対する未払い分 249百万円については、「役員退職慰労引当金」を取りくず

し、固定負債の「その他」に含めて表示している。 

  

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 



  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につい

ては、特例処理を採用している。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段  金利スワップ取引 

   ヘッジ対象  借入金の支払金利 

  ヘッジ方針 

   リスク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末（中間連結会計期間末を含む）

に個別取引毎のヘッジ効果を検証しているが、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又

は予定取引に関する重要な条件が同一であり、高い有効性があるとみなされる場合に

は、有効性の判定を省略している。 

  

６ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。 

  

７ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれんは、発生日以後５年間で均等償却しており、金額が僅少なものは発生年度に全額を

一時償却している。 

  

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。 



会計方針の変更 

  

追加情報 

  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用している。これに伴う損益に与

える影響はない。なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は 64,188百万円である。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務

諸表規則により作成している。 

  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正) 

当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業

会計基準第１号 平成18年８月11日)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第２号 平成18年８月11日)を適用している。これに伴う

損益に与える影響はない。 

  

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当連結会計年度から、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平

成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用している。これに伴い、従来の方法に比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 111百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(ローン・パーティシペーション) 

会計制度委員会報告第３号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（平成７年

６月１日 日本公認会計士協会）に基づいて、参加者へ売却したものとして会計処理した保証

金返還請求権の元本の期末残高の総額は 4,264百万円である。 



 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

(連結損益計算書関係) 

  

  

当連結会計年度
(平成19年２月28日) 

※１ 担保に供している資産 

   短期借入金 30百万円及び長期借入金(一年以内返済予定額を含む) 320百万円の担保に

供している。 

建物 434百万円

土地 3,578百万円

合計 4,012百万円

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりである。 

投資有価証券(株式) 2,423百万円

  

 ３ 偶発債務 

住宅融資金制度による従業員の借入金に対する保証 17百万円

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 計上額の主なものは、店舗売場改装に伴う既存設備の除却によるものである。 

  

※２ 固定資産売却益の主なもの 

土地 434百万円

  

※３ 固定資産処分損の主なもの 

建物及び構築物 695百万円

取りこわし費用 1,041百万円

※４ 固定資産減損損失 

   当社グループは、以下の資産グループについて固定資産減損損失を計上した。 

   当社グループは、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを行っているが、現在未稼働

で今後も事業の用に供する予定のないものについては遊休資産としてグルーピングして

いる。 

   上記の資産について、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、204百万円の固定資産減損損失を計上してい

る。 

   減損損失の主な内訳は、建物及び構築物 120百万円である。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、重要性の高

い資産グループについては、不動産鑑定評価基準に準ずる不動産鑑定士による評価額を

基準としている。 

用途 種類 場所 

店舗 建物・その他 ㈱松坂屋岡崎店（愛知県岡崎市） 

店舗 建物・その他 ㈱松坂屋名古屋駅店（名古屋市中村区） 

店舗 建物・その他 ㈱松坂屋ストア（名古屋市千種区ほか） 



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(注)  発行済株式数の減少は、自己株式の消却である。 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 自己株式増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 186,717株、取締役会決議による取得 4,232,641株及び株式移

転反対株主からの買取りによる増加 5,796,000株である。 

２ 自己株式減少の内訳は、単元未満株式の買増請求による減少 59,010株及び自己株式の消却による減少 4,963,074株であ

る。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

(注) 当社は平成18年９月１日に株式移転により株式会社松坂屋の完全親会社として設立されているため、上記の支払額は株式会

社松坂屋の定時株主総会及び取締役会において決議された金額を記載している。 

  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力が当連結会計年度末日後となるもの 

(注) 連結子会社が保有する自己株式に係る配当金の持分相当額は、控除していない。 

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 170,858,904 ― 4,963,074 165,895,830

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 679,903 10,215,358 5,022,084 5,873,177

区分 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計 
年度末残高 
(百万円) 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 
(親会社) 

ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― 111

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年５月25日 
定時株主総会 

普通株式 680 4.00 平成18年２月28日 平成18年５月26日

平成18年10月12日 
取締役会 

普通株式 580 3.50 平成18年８月31日 平成18年11月７日

（決議） 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たりの
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年４月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 663 4.00 平成19年２月28日 平成19年４月26日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 8,666百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △11百万円

現金及び現金同等物の範囲に含めた有価証券 16百万円

現金及び現金同等物の期末残高 8,672百万円

  

２ 重要な非資金取引の内容 

退職給付信託の返還に伴う投資有価証券増加額 4,343百万円

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) 借手側 

  ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 
  

    なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定している。 

有形固定資産・その他 
(機械装置及び運搬具等) 

  

取得価額相当額 697百万円

減価償却累計額相当額 338百万円

減損損失累計額相当額 67百万円

期末残高相当額 292百万円

  

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定している。 

１年内 151百万円

１年超 172百万円

合計 323百万円

   

リース資産減損勘定残高 31百万円

   

  

  ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 171百万円

リース資産減損勘定の取崩額 25百万円

減価償却費相当額 146百万円

減損損失 11百万円

  

  ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 



  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (2) 貸手側 

  ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 
  

有形固定資産・その他 
(機械装置及び運搬具等) 

  

取得価額 107百万円

減価償却累計額 56百万円

期末残高 51百万円

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高及び見積残存価額

の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、「受取利子込み法」に

より算定している。 

１年内 17百万円

１年超 33百万円

合計 51百万円

  

  ③ 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 22百万円

減価償却費 22百万円

  

２ オペレーティング・リース取引 

 (1) 借手側 

    未経過支払リース料 

１年内 373百万円

１年超 6,900百万円

合計 7,273百万円

  

 (2) 貸手側 

    未経過受取リース料 

１年内 927百万円

１年超 2,024百万円

合計 2,951百万円



(有価証券関係) 

  

当連結会計年度 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年２月28日) 

  

(注) 時価のある有価証券については、時価が取得原価に比べて30％程度以上下落した銘柄を回復可能性の判定対象とし、減

損の要否を判断している。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略している。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年２月28日) 

  

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成19年２月28日) 

  

  

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 

(1) 株式 14,356 24,532 10,175

(2) 債券 59 59 0

(3) その他 ― ― ―

小計 14,415 24,591 10,175

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

 

(1) 株式 8,067 7,274 △793

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 8,067 7,274 △793

合計 22,483 31,865 9,382

  
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 2,292

マネー・マネージメント・ファンド等 16

合計 2,309

  
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券 59 ― ― ―



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

当連結会計年度(平成19年２月28日) 

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、記載していない。 

  

次へ 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 取引の内容 

  関係会社の一部は、金利関連のスワップ取引を行っている。 

２ 取引に対する取組方針、利用目的等 

  関係会社の一部は、借入金に係る資金調達コストの低減を図る目的で金利関連のスワップ

取引を行っている。また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行なっている。 

  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引につい

ては、特例処理を採用している。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段  金利スワップ取引 

   ヘッジ対象  借入金の支払金利 

  ヘッジ方針 

   リスク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末（中間連結会計期間末を含む）

に個別取引毎のヘッジ効果を検証しているが、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又

は予定取引に関する重要な条件が同一であり、高い有効性があるとみなされる場合に

は、有効性の判定を省略している。 

３ 取引に係るリスクの内容 

  デリバティブ取引については、市場金利変動によるリスクを有しているが、借入金残高の

範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針である。なお、デリバテ

ィブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によ

るリスクはほとんどないものと認識している。 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

  デリバティブ取引の実行及び管理は「デリバティブ取引に係るリスク管理方針」に基づき

財務担当部署で行っている。 



(退職給付関係) 

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度、適格退

職年金制度、退職一時金制度を設けているほか、一部の連結子会社は確定拠出年金制度を

導入している。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  (平成19年２月28日) 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

(1) 退職給付債務 △37,676百万円

(2) 年金資産 25,258百万円

(3) 未積立退職給付債務
  (1)＋(2) 

△12,417百万円

(4) 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

188百万円

(5) 未認識過去勤務債務 △2,544百万円

(6) 未認識数理計算上の差異 △103百万円

(7) 退職給付引当金 
  (3)＋(4)＋(5)＋(6) 

△14,876百万円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 (注) １ 「(9) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額である。 

       ２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上している。 

(1) 勤務費用 892百万円

(2) 利息費用 727百万円

(3) 期待運用収益 △494百万円

(4) 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

23百万円

(5) 過去勤務債務の 
  費用処理額 

△257百万円

(6) 数理計算上の差異の
  費用処理額 

70百万円

(7) 退職給付費用 
  (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 

960百万円

(8) 退職給付信託返還に伴う未認識数理計算上の
    差異一括費用処理額 

△2,907百万円

(9) その他 351百万円

計 △1,595百万円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 (1) 退職給付見込額の期間配分方法 

             期間定額基準 

(2) 割引率  2.0％ 

(3) 期待運用収益率  2.0％ 

 (4) 数理計算上の差異の処理年数 

             主として13年 

 (5) 会計基準変更時差異の処理年数 

             一部の連結子会社を除き、会計基準変更時に一括費用処理してい

る。 



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

１ ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費（給料手当） 111百万円 

  

２ 当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容、規模及び変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

(注) １ 付与日(平成18年７月14日)以降、平成19年５月24日までに役員等退任日が到来した場合（死亡した場合を含む）には、別

途定める場合を除き、割当個数に割当日を含む月から役員等退任日を含む月までの役員等在任月数を乗じた数を12で除し

た数の本新株予約権（ただし、１個未満の本新株予約権は、これを切り上げするものとする）を継続保有するものとし、

割当個数のうちの残りの本新株予約権は役員等退任日以降行使することができず、役員等退任日に放棄する。 

２（1）権利行使期間内において、当社及び株式会社松坂屋の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有するとき

は、本新株予約権を行使できないものとする。 

 （2）取締役、監査役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り本新株予約権を行使することが

できるものとする。 

 （3）平成37年7月14日まで取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位を有し、本新株予約権を行使することができない

場合には、平成37年7月15日から平成38年7月14日まで本新株予約権を行使することができるものとする。 

 （4）その有する本新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

３ 従業員等に該当しなくなった日から２年経過した日、または行使期間の最終日(平成24年７月14日)のいずれか早く到来す

る日において、未行使の新株予約権全部が放棄される。 

  
株式会社松坂屋 第１－１回新株予約
権（株式報酬型：取締役、監査役、執
行役員） 

株式会社松坂屋 第１－２回新株予約
権（従業員） 

付与対象者の区分及び人数 
株式会社松坂屋の取締役 ８名、
監査役 ５名、 
取締役を兼務しない執行役員 ７名 

株式会社松坂屋の従業員 135名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 125,000 普通株式 300,000

付与日 平成18年７月14日 平成18年７月14日

権利確定条件 (注)１ なし

対象勤務期間 なし なし

権利行使期間 
平成18年７月15日から
平成38年７月14日まで (注)２ 

平成20年７月15日から 
平成24年７月14日まで (注)３ 



(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

  

 ② 単価情報 

  

３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりである。 

(1) 使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

(2) 主な基礎数値及び見積方法 

(注) １ 第１－１回新株予約権は、㈱松坂屋の過去10年の日次株価（平成８年７月15日～平成18年７月14日の各取引日における終

値）、第１－２回新株予約権は、㈱松坂屋の過去４年の日次株価（平成14年７月15日～平成18年７月14日の各取引日にお

ける終値）に基づき算出した。 

２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定し

て見積っている。 

  
株式会社松坂屋 第１－１回新株予約
権（株式報酬型：取締役、監査役、執
行役員） 

株式会社松坂屋 第１－２回新株予約
権（従業員） 

権利確定前  

 期首（株） ― ―

 付与（株） 125,000 300,000

 失効（株） ― ―

 権利確定（株） 125,000 300,000

 未確定残（株） ― ―

権利確定後  

 期首（株） ― ―

 権利確定（株） 125,000 300,000

 権利行使（株） ― ―

 失効（株） ― ―

 未行使残（株） 125,000 300,000

  
株式会社松坂屋 第１－１回新株予約
権（株式報酬型：取締役、監査役、執
行役員） 

株式会社松坂屋 第１－２回新株予約
権（従業員） 

権利行使価格(円) 1 794

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な評価単価 
(円) 

635 172

  
株式会社松坂屋 第１－１回新株予約
権（株式報酬型：取締役、監査役、執
行役員） 

株式会社松坂屋 第１－２回新株予約
権（従業員） 

株価変動性     (注)１ 35.044％ 37.432％

予想残存期間    (注)２ 10年 ４年

予想配当      (注)３ 7.5円／株 7.5円／株

無リスク利子率   (注)４ 1.855％ 1.157％



３ ㈱松坂屋の平成18年２月期の配当実績による。 

４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

している。 

  

  

 (税効果会計関係) 

  

  

当連結会計年度
(平成19年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

貸倒引当金 233百万円

未払賞与 881百万円

退職給付引当金 6,062百万円

役員退職慰労引当金 20百万円

退職給付制度改定に伴う未払金 1,690百万円

たな卸資産評価損 72百万円

固定資産減損損失 1,884百万円

税務上の繰越欠損金 2,474百万円

固定資産未実現利益 276百万円

その他 4,081百万円

繰延税金資産小計 17,678百万円

評価性引当額 △5,353百万円

繰延税金資産合計 12,325百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,810百万円

退職給付信託返還株式 △6,156百万円

圧縮積立金等 △3,853百万円

その他 △6百万円

繰延税金負債合計 △13,827百万円

繰延税金資産の純額 △1,502百万円

  

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 4,150百万円

固定資産－繰延税金資産 641百万円

固定負債－繰延税金負債 △6,294百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目

別の内訳 

  

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため、記載を省略している。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類を基準に事業内容を勘案し、百貨店業(衣料品、身の回り品、家庭用品、食料品、雑貨等

の販売)、スーパーマーケット業(食料品、家庭用品等の販売)、不動産賃貸業及びその他の事業に区分している。 

２ その他の事業の内容は、建装工事請負業、保険代理業等である。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はない。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はない。 

５ 役員賞与に関する会計基準 

  当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。これに

伴い、従来の方法に比べ、百貨店業について、当連結会計年度の営業費用は 35百万円増加し、営業利益が同額減少して

いる。 

６ ストック・オプション等に関する会計基準等 

  当連結会計年度から、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用してい

る。これに伴い、従来の方法に比べ、百貨店業について、当連結会計年度の営業費用は 111百万円増加し、営業利益が同

額減少している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)において、全セグメントの売上高の合計額及び全

セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略した。 

  

【海外売上高】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)において、海外売上高が、いずれも連結売上高の

10％未満であるため記載を省略した。 

  百貨店業 
(百万円) 

スーパーマー 
ケット業 
(百万円) 

不動産
賃貸業 
(百万円) 

その他
の事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 301,196 26,556 2,032 6,887 336,673 ― 336,673

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 573 0 192 2,698 3,464 (3,464) ―

計 301,770 26,556 2,225 9,586 340,138 (3,464) 336,673

営業費用 296,014 26,781 904 9,150 332,850 (3,406) 329,444

営業利益又は 
営業損失(△) 5,755 △225 1,320 436 7,287 (58) 7,228

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出    

資産 196,817 7,071 15,588 5,690 225,167 (7,674) 217,493

減価償却費 5,118 186 271 30 5,607 (94) 5,512

減損損失 172 31 ― ― 204 ― 204

資本的支出 8,543 508 42 39 9,133 (153) 8,979



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

該当事項はない。 

  

  

(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

 共通支配下の取引等 

当社は、平成18年９月１日付で株式会社松坂屋の株式移転により同社を完全子会社とする純粋持株会社として

設立された。 

１ 結合当事企業の名称およびその事業の内容等 

(1) 結合当事企業の名称 

  株式会社松坂屋 

(2) 結合当事企業の事業内容 

  百貨店業等 

(3) 企業結合の目的 

   戦略と事業の分離よる経営の効率化、権限委譲による意志決定の迅速化と経営責任の明確化、組織再編

スピードの加速を目的とし、純粋持株会社として株式会社松坂屋ホールディングスを設立した。 

(4) 企業結合日 

  平成18年９月１日 

(5) 企業結合の法的形式 

  株式移転による純粋持株会社の設立 

(6) 結合後企業の名称 

  株式会社松坂屋ホールディングス 

  

２ 実施した会計処理の概要 

  当該株式移転は、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成15年10月31日））及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行ってい

る。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。 

当連結会計年度
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 401円13銭

１株当たり当期純利益 31円53銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 31円51銭

  
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

純資産の部の合計(百万円) 64,508 

純資産の部の合計から控除する金額(百万円) 317 

 （うち新株予約権(百万円)) 111 

 （うち少数株主持分(百万円)） 206 

普通株式に係る純資産額(百万円) 64,191 

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

160,022 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益金額(百万円) 5,255 

 普通株主に帰属しない金額の主な内訳(百万円) ― 

 普通株式に係る当期純利益金額(百万円) 5,255 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 166,646 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額(百万円) ― 

 普通株式増加数(千株) 81 

 （うち新株予約権(千株)） 81 

希薄化を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

― 



(重要な後発事象) 

  

  

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

（株式会社大丸との経営統合について） 

 共同株式移転による持株会社の設立 

  当社と株式会社大丸は、共同株式移転により持株会社を設立することについて基本的な合

意に達し、平成19年３月14日開催の両社取締役会において決議のうえ、「経営統合に関す

る基本合意書」を締結した。また、平成19年４月９日開催の両社取締役会において株式移

転計画書の作成及び 終契約書の締結を決議し、当該共同株式移転による持株会社の設立

については、平成19年５月24日開催の両社の定時株主総会において承認された。 

  共同株式移転の概要は、次のとおりである。 

 (1) 共同持株会社設立の目的 

   両社の人材、ノウハウ、保有資産、財務力などの 適活用を図り、スピードを上げて企

業価値の 大化を実現することにあり、また、地域に密着した両社の営業基盤を活かす

ため、それぞれの百貨店の商号は存続させながら、お互いの歴史、企業文化を尊重しつ

つ対等の精神で経営統合を推進し、百貨店業を核とした質量ともに日本を代表する小売

業界のリーディングカンパニーを目指す。 

 (2) 株式移転をなすべき時期 

   本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平成19年９月３日とする。 

 (3) 株式移転比率 

   株式会社大丸の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１.４株を、当社の普通

株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株をそれぞれ割り当て交付する。 

 (4) 株式移転交付金 

   株式移転交付金の支払いは行なわない。 

 (5) 共同持株会社の上場申請に関する事項 

   共同持株会社は、東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部及び名古屋証

券取引所市場第一部に上場申請を行うことを予定している。なお、共同持株会社の上場

に伴い、当社は上場廃止となる予定である。 

 (6) 共同持株会社の概要 

   ① 商号 

     Ｊ.フロント リテイリング株式会社 

   ② 事業内容 

     百貨店業等の事業を営む子会社及びグループ会社の経営企画・管理並びにそれぞれ

に付帯する業務 

   ③ 本店所在地 

     東京都中央区 

   ④ 資本金 

     30,000百万円 

 (4) 本株式移転に伴う会計処理の概要 

   本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法を適

用することとなり、被取得会社である当社及びその子会社の資産及び負債は、共同持株

会社の連結財務諸表上において時価で計上されることが見込まれる。 

 (5) その他 

   本株式移転の効力発生日以降に、共同持株会社及び株式会社松坂屋ホールディングスは

必要な諸手続きを経たうえで、共同持株会社を存続会社とする吸収合併を行う予定であ

る。 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりである。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率は、当期末残高に対するものである。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりである。 

  

３ 株式会社松坂屋は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と極度額合計 12,000百万円のコミットメントラ

イン契約を締結している。当連結会計年度末において、本契約に基づく借入金残高は7,600百万円である。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

㈱松坂屋 
第７回無担保 
普通社債 

平成16年 
３月31日 

3,000 3,000 0.61 なし 
平成21年
３月31日 

㈱松坂屋 
第８回無担保 
普通社債 

平成16年 
３月31日 

2,000 2,000 0.70 なし 
平成21年
３月31日 

㈱松坂屋 
第９回無担保 
普通社債 

平成18年 
２月28日 

3,000 3,000 0.85 なし 
平成23年
２月28日 

㈱松坂屋 
第10回無担保 
普通社債 

平成18年 
２月28日 

2,000 2,000 0.80 なし 
平成23年
２月28日 

合計 ― ― 10,000 10,000 ― ― ― 

1年以内 
（百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

― ― 5,000 5,000 ―

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 ― 13,598 1.11 ― 

１年以内返済予定長期借入金 ― 8,095 1.13 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

― 29,490 1.29
平成20年４月～ 
平成32年３月 

合計 ― 51,184 ― ― 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内
(百万円) 

20,517 1,113 3,344 3,503



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

    
当事業年度

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   89   

２ 繰延税金資産   18   

３ 関係会社短期貸付金   2,034   

４ その他   506   

流動資産合計   2,648 4.3 

Ⅱ 固定資産     

１ 投資その他の資産     

(1) 関係会社株式   58,908   

(2) 繰延税金資産   9   

投資その他の資産合計   58,918   

固定資産合計   58,918 95.7 

資産合計   61,566 100.0 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 未払金   106   

２ 未払費用   46   

３ 未払法人税等   8   

４ 役員賞与引当金   35   

５ その他   0   

流動負債合計   196 0.3 

負債合計   196 0.3 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   9,765 15.9 

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金   49,072   

(2) その他資本剰余金   0   

資本剰余金合計   49,072 79.7 

３ 利益剰余金     

(1) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   2,471   

利益剰余金合計   2,471 4.0 

４ 自己株式   △50 △0.1 

株主資本合計   61,259 99.5 

Ⅱ 新株予約権   111 0.2 

純資産合計   61,370 99.7 

負債純資産合計   61,566 100.0 



② 【損益計算書】 

  

    
当事業年度

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益     

１ 受取配当金 ※１ 2,571   

２ 経営管理料 ※１ 527   

営業収益計   3,098 100.0 

Ⅱ 一般管理費     

１ 役員報酬及び 
  従業員給与手当 

  196   

２ 従業員賞与   50   

３ 役員賞与引当金繰入額   35   

４ 退職給付費用   7   

５ 福利費   26   

６ 委託作業費   73   

７ その他   80 470 15.2 

営業利益   2,628 84.8 

Ⅲ 営業外収益     

１ 受取利息 ※１ 4   

２ 受取手数料   1 5 0.2 

Ⅳ 営業外費用     

１ 創立費   104   

２ 経営統合関連費用   60   

３ その他   11 176 5.7 

経常利益   2,457 79.3 

税引前当期純利益   2,457 79.3 

法人税、住民税及び事業税   13   

法人税等調整額   △27 △14 △0.5 

当期純利益   2,471 79.8 



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

  

株主資本

新株予約権
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計 資本準備金
その他資本
剰余金 

その他利益
剰余金 
繰越利益
剰余金 

前事業年度末 ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額     

 株式移転による設立 9,765 49,072 ― ― ― 58,837 71

 当期純利益   2,471 2,471 

 自己株式の取得   △61 △61 

 自己株式の処分   0 11 11 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)     39

事業年度中の変動額合計(百万円) 9,765 49,072 0 2,471 △50 61,259 111

平成19年２月28日残高(百万円) 9,765 49,072 0 2,471 △50 61,259 111



重要な会計方針 

  

  
  

注記事項 

  

(損益計算書関係) 

  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 自己株式増加は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２ 自己株式減少は、単元未満株式の買増請求による減少である。 

  

(リース取引関係) 

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

該当事項はない。 

  

(有価証券関係) 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当事業年度（平成19年２月28日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

当事業年度
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 移動平均法による原価法

  

２ 引当金の計上基準 

   役員賞与引当金 

    役員賞与の支給に備えるため、支給予定額に基づき計上している。 

  

３ 繰延資産の処理方法 

  創立費は、支出時に全額費用として処理している。 

  

４ その他財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法  税抜方式を採用している。 

当事業年度
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 関係会社に係る注記 

受取配当金 2,571百万円

経営管理料 527百万円

受取利息 4百万円

株式の種類 
前事業年度末

株式数 
当事業年度
増加株式数 

当事業年度
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

普通株式(株）(注) ― 75,838 14,769 61,069



(税効果会計関係) 

  

  
  

  

 (企業結合等関係) 

当事業年度（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

 「(1)連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）」における記載と同一であるため、記載を省略している。 

  

当事業年度
(平成19年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払賞与 12百万円

ストック・オプション費用 12百万円

その他 14百万円

繰延税金資産小計 39百万円

評価性引当額 △12百万円

繰延税金資産合計 27百万円

繰延税金負債 ―百万円

繰延税金資産の純額 27百万円

  

  繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 18百万円

固定資産－繰延税金資産 9百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目

別の内訳 

  

法定実効税率 

（調整） 

40.6％

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △42.5％

評価性引当額 0.5％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.6％



(１株当たり情報) 

  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。 

  

当事業年度
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 369円39銭

１株当たり当期純利益 14円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 14円89銭

  
当事業年度

(平成19年２月28日) 

純資産の部の合計(百万円) 61,370 

純資産の部の合計から控除する金額(百万円) 111 

 （うち新株予約権(百万円)) 111 

普通株式に係る純資産額(百万円) 61,259 

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 

165,834 

  
当事業年度

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益金額(百万円) 2,471 

 普通株主に帰属しない金額の主な内訳(百万円) ― 

 普通株式に係る当期純利益金額(百万円) 2,471 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 165,867 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額(百万円) ― 

 普通株式増加数(千株) 131 

 （うち新株予約権(千株)） 131 

希薄化を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

― 



(重要な後発事象) 

  

  

当事業年度
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

（株式会社大丸との経営統合について） 

 共同株式移転による持株会社の設立 

  当社と株式会社大丸は、共同株式移転により持株会社を設立することについて基本的な合

意に達し、平成19年３月14日開催の両社取締役会において決議のうえ、「経営統合に関す

る基本合意書」を締結した。また、平成19年４月９日開催の両社取締役会において株式移

転計画書の作成及び最終契約書の締結を決議し、当該共同株式移転による持株会社の設立

については、平成19年５月24日開催の両社の定時株主総会において承認された。 

  共同株式移転の概要は、次のとおりである。 

 (1) 共同持株会社設立の目的 

   両社の人材、ノウハウ、保有資産、財務力などの最適活用を図り、スピードを上げて企

業価値の最大化を実現することにあり、また、地域に密着した両社の営業基盤を活かす

ため、それぞれの百貨店の商号は存続させながら、お互いの歴史、企業文化を尊重しつ

つ対等の精神で経営統合を推進し、百貨店業を核とした質量ともに日本を代表する小売

業界のリーディングカンパニーを目指す。 

 (2) 株式移転をなすべき時期 

   本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平成19年９月３日とする。 

 (3) 株式移転比率 

   株式会社大丸の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１.４株を、当社の普通

株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株をそれぞれ割り当て交付する。 

 (4) 株式移転交付金 

   株式移転交付金の支払いは行なわない。 

 (5) 共同持株会社の上場申請に関する事項 

   共同持株会社は、東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部及び名古屋証

券取引所市場第一部に上場申請を行うことを予定している。なお、共同持株会社の上場

に伴い、当社は上場廃止となる予定である。 

 (6) 共同持株会社の概要 

   ① 商号 

     Ｊ.フロント リテイリング株式会社 

   ② 事業内容 

     百貨店業等の事業を営む子会社及びグループ会社の経営企画・管理並びにそれぞれ

に付帯する業務 

   ③ 本店所在地 

     東京都中央区 

   ④ 資本金 

     30,000百万円 

 (7) 本株式移転に伴う会計処理の概要 

   本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法を適

用することとなり、被取得会社である当社及びその子会社の資産及び負債は、共同持株

会社の連結財務諸表上において時価で計上されることが見込まれる。 

 (8) その他 

   本株式移転の効力発生日以降に、共同持株会社及び株式会社松坂屋ホールディングスは

必要な諸手続きを経たうえで、共同持株会社を存続会社とする吸収合併を行う予定であ

る。 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はない。 

  

  

【有形固定資産等明細表】 

該当事項はない。 

  

  

【引当金明細表】 

  

  

(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 関係会社株式 

  

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

役員賞与引当金 ― 35 ― ― 35

区分 金額(百万円)

現金 0 

当座預金 81 

普通預金 0 

その他の預金 7 

預金計 89 

合計 89 

銘柄 金額(百万円)

株式会社松坂屋 58,908 

合計 58,908 



(3) 【その他】 

当連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった株式会社松坂屋の連結財務諸表を引き継いで作成してい

るため、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第３号様式 記載上の注意(40)財務諸表ｅ」に規定する連結財務

諸表として、同社の前連結会計年度の連結財務諸表を記載している。 

  



株式会社松坂屋 

連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  

    
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   11,589   

２ 受取手形及び売掛金   21,599   

３ 有価証券   76   

４ たな卸資産   14,817   

５ 繰延税金資産   4,091   

６ その他   2,252   

貸倒引当金   △227   

流動資産合計   54,200 24.9 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   141,047   

減価償却累計額   91,296 49,750   

(2) 土地 ※３ 60,954   

(3) 建設仮勘定   37   

(4) その他   19,469   

減価償却累計額   15,597 3,871   

有形固定資産合計   114,614   

２ 無形固定資産   1,316   

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２ 35,382   

(2) 長期貸付金   165   

(3) 長期保証金   7,430   

(4) 繰延税金資産   432   

(5) その他 ※２ 4,743   

貸倒引当金   △641   

投資その他の資産合計   47,512   

固定資産合計   163,442 75.1 

資産合計   217,642 100.0 



  

  

    
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金   18,619   

２ 短期借入金   9,904   

３ 未払法人税等   513   

４ 前受金   20,326   

５ 商品券   12,828   

６ その他   13,423   

流動負債合計   75,616 34.7 

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   10,000   

２ 長期借入金   34,797   

３ 繰延税金負債   4,059   

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

※３ 1,518   

５ 退職給付引当金   13,839   

６ 役員退職慰労引当金   333   

７ 投資損失引当金   ―   

８ 連結調整勘定   383   

９ その他   6,222   

固定負債合計   71,154 32.7 

負債合計   146,771 67.4 

(少数株主持分)     

少数株主持分   424 0.2 

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※４ 9,765 4.5 

Ⅱ 資本剰余金   9,599 4.4 

Ⅲ 利益剰余金   43,045 19.8 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ 800 0.4 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   7,504 3.4 

Ⅵ 自己株式 ※４ △267 △0.1 

資本合計   70,446 32.4 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  217,642 100.0 



② 連結損益計算書 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   343,936 100.0 

Ⅱ 売上原価   257,662 74.9 

売上総利益   86,273 25.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 給料手当   31,435   

２ 退職給付費用   1,712   

３ 貸倒引当金繰入額   56   

４ 宣伝費   8,983   

５ 賃借料   5,876   

６ その他   31,122 79,186 23.0 

営業利益   7,087 2.1 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   40   

２ 受取配当金   335   

３ 債務勘定整理益   1,556   

４ 持分法による投資利益   110   

５ 売場改装受入金   243   

６ その他   729 3,014 0.8 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   537   

２ 固定資産除却損 ※１ 417   

３ 整理債務支払損   1,059   

４ その他   427 2,442 0.7 

経常利益   7,660 2.2 

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※２ 2,506   

２ 投資有価証券売却益   869 3,375 1.0 

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産処分損 ※３ 1,388   

２ 投資有価証券評価損   60   

３ 不正事故損失   562 2,012 0.6 

税金等調整前当期純利益   9,024 2.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

  427   

法人税等調整額   3,053 3,481 1.0 

少数株主利益   23 0.0 

当期純利益   5,519 1.6 



③ 連結剰余金計算書 

  

  

次へ 

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,597 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益   2 2 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   9,599 

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   38,546 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  当期純利益   5,519 5,519 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

  配当金   1,021 1,021 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   43,045 



④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益 9,024 

２ 減価償却費 5,329 

３ 貸倒引当金の増減額 29 

４ 退職給付引当金の減少額 △929 

５ 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額 △1,367 

６ 役員退職慰労引当金の増減額 63 

７ 投資損失引当金の減少額 △210 

８ 受取利息及び受取配当金 △375 

９ 支払利息 537 

10 持分法による投資利益 △110 

11 有形固定資産売却益 △2,506 

12 有形固定資産等除却・処分損 855 

13 投資有価証券売却益 △869 

14 投資有価証券評価損 60 

15 売上債権の増減額 △388 

16 たな卸資産の減少額 363 

17 仕入債務の増減額 202 

18 その他 1,214 

小計 10,924 

19 利息及び配当金の受取額 413 

20 利息の支払額 △523 

21 法人税等の支払額 △246 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,566 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有価証券の取得による支出 △59 

２ 有価証券の売却による収入 60 

３ 有形固定資産の取得による支出 △7,177 

４ 有形固定資産の売却による収入 3,108 

５ 無形固定資産の取得による支出 △284 

６ 投資有価証券の取得による支出 △11 

７ 投資有価証券の売却による収入 1,529 

８ 貸付による支出 △77 

９ 貸付金の回収による収入 46 

10 その他 △529 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,395 



  

  

次へ 

  
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額 △11,994 

２ 長期借入れによる収入 5,600 

３ 長期借入金の返済による支出 △5,504 

４ 社債の発行による収入 4,923 

５ 配当金の支払額 △1,018 

６ 自己株式の取得による支出 △85 

７ その他 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,081 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △909 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,493 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 11,583 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 15社 

   連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため、省略し

た。 

   前連結会計年度まで持分法適用関連会社であった㈱セントラルパークビルは、株式の取

得に伴い当連結会計年度から連結子会社となった。 

  

 (2) 非連結子会社及び連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社㈱横浜松坂屋友の会及び福富商事㈲はいずれも小規模であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等の持分額の合計額は、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていない。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

   持分法適用関連会社２社の会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載し

ているため、省略した。 

   日本フクラ㈱は、所有全株式の売却に伴い持分法適用関連会社から除外した。 

   また、持分法適用関連会社であった㈱セントラルパークビルは、株式の取得に伴い当連

結会計年度から連結子会社となった。 

  

 (2) 持分法非適用会社及び持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は非連結子会社２社及び関連会社１社で、いずれも小規模であり、当

期純損益及び利益剰余金等の持分額の合計額が連結財務諸表に及ぼす影響額は軽微なた

め、持分法を適用していない。 

  

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

  連結子会社のうち、㈱セントラルパークビルの決算日は３月31日である。 

  連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用している。なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   有価証券 

    その他有価証券 

   デリバティブ 時価法 

   たな卸資産 主として売価還元法による低価法 

     時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

     時価のないもの 移動平均法による原価法 



  
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 

    耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってい

る。 

建物(建物付属設備を除く) 定額法 

その他の有形固定資産 主として定率法 

   無形固定資産 定額法 

    償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用している。 

  

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

    売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

   退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上

している。 

    過去勤務債務は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数(主として13年)による定

額法により、費用処理している。 

    数理計算上の差異は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数(主として13年)によ

る定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

   （会計処理の変更） 

    「退職給付に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）

及び「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）が、平成16年10月１日以後平成17年４月１日前に開始

する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を適用している。 

    これに伴い、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 

63百万円増加している。 

    なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載している。 

   役員退職慰労引当金 

    役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、親会社及び一部の連結子

会社は、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上している。 

  

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 



  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引及び金

利キャップ取引については、特例処理を採用している。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段  金利スワップ取引 

   ヘッジ対象  借入金の支払金利 

  ヘッジ方針 

   リスク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末（中間連結会計期間末を含む）

に個別取引毎のヘッジ効果を検証しているが、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又

は予定取引に関する重要な条件が同一であり、高い有効性があるとみなされる場合に

は、有効性の判定を省略している。 

  

 (6) 消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用している。 

  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。 

  

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は発生日以後５年間で均等償却しており、金額が僅少なものは発生年度に全

額を一時償却している。 

  

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、当連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処理に基づいて作成

している。 

  

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。 



追加情報 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(ローン・パーティシペーション) 

会計制度委員会報告第３号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（平成７年

６月１日 日本公認会計士協会）に基づいて、参加者へ売却したものとして会計処理した保証

金返還請求権の元本の期末残高の総額は 5,117百万円である。 

  

(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９号)が平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当

連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上している。 

これに伴い、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が 191百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が、191百万円減少している。 



 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

(連結損益計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

※１ 担保に供している資産 

   短期借入金 60百万円及び長期借入金(一年以内返済予定額を含む) 757百万円の担保に

供している。 

建物 559百万円

土地 3,747百万円

合計 4,307百万円

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりである。 

投資有価証券(株式) 2,332百万円

出資金 3百万円

  

※３ 連結子会社㈱横浜松坂屋は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部

に、土地再評価差額金を資本の部にそれぞれ計上している。 

    再評価を行った年月日  平成12年２月29日 

    再評価を行った土地の当期末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額との差額は 

874百万円である。 

    再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119

号)第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出 

  

※４ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する親会社の株式の数は、以下のとおりである。 

なお、親会社の発行済株式総数は、普通株式170,858千株である。 

普通株式 679千株

  

 ５ 偶発債務 

住宅融資金制度による従業員の借入金に対する保証 25百万円

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 計上額の主なものは、店舗売場改装に伴う既存設備の除却によるものである。 

  

※２ 固定資産売却益の主なもの 

土地 2,459百万円

  

※３ 固定資産処分損の主なもの 

建物及び構築物 151百万円

取りこわし費用 950百万円

ＰＣＢ処理費用 280百万円



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 11,589百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △23百万円

現金及び現金同等物の範囲に含めた有価証券 16百万円

現金及び現金同等物の期末残高 11,583百万円

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) 借手側 

  ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

    なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定している。 

有形固定資産・その他 
(機械装置及び運搬具等) 

  

取得価額相当額 681百万円

減価償却累計額相当額 278百万円

減損損失累計額相当額 44百万円

期末残高相当額 358百万円

  

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定している。 

１年内 135百万円

１年超 223百万円

合計 358百万円

   

リース資産減損勘定残高 44百万円

   

  

  ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 61百万円

リース資産減損勘定の取崩額 32百万円

減価償却費相当額 61百万円

減損損失 －百万円

  

  ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 



  

  
前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (2) 貸手側 

  ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 

有形固定資産・その他 
(機械装置及び運搬具等) 

  

取得価額 170百万円

減価償却累計額 94百万円

期末残高 75百万円

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高及び見積残存価額

の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、「受取利子込み法」に

より算定している。 

１年内 24百万円

１年超 50百万円

合計 75百万円

  

  ③ 受取リース料及び減価償却費 

 受取リース料 39百万円

 減価償却費 39百万円

  

２ オペレーティング・リース取引 

 (1) 借手側 

    未経過支払リース料 

１年内 652百万円

１年超 7,252百万円

合計 7,905百万円

  

 (2) 貸手側 

    未経過受取リース料 

１年内 582百万円

１年超 1,769百万円

合計 2,351百万円



(有価証券関係) 

  

前連結会計年度 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年２月28日) 

  

(注) 時価のある有価証券については、時価が取得原価に比べて30％程度以上下落した銘柄を回復可能性の判定対象とし、減

損の要否を判断している。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年２月28日) 

  

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年２月28日) 

  

  

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 

(1) 株式 17,600 30,262 12,662

(2) 債券 59 59 0

(3) その他 ― ― ―

小計 17,659 30,321 12,662

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

 

(1) 株式 474 447 △26

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 474 447 △26

合計 18,134 30,769 12,635

売却額 
(百万円) 

売却益の合計額
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

1,300 787 ―

  
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 2,335

マネー・マネージメント・ファンド等 16

合計 2,352

  
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券 59 ― ― ―



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成18年２月28日) 

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、記載していない。 

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 取引の内容 

  当社及び関係会社の一部は、金利関連のスワップ取引及びキャップ取引を行っている。 

２ 取引に対する取組方針、利用目的等 

  当社及び関係会社の一部は、借入金に係る資金調達コストの低減を図る目的で金利関連の

スワップ取引及びキャップ取引を行っている。また、デリバティブ取引を利用してヘッジ

会計を行なっている。 

  ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引及び金

利キャップ取引については、特例処理を採用している。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段  金利スワップ取引 

   ヘッジ対象  借入金の支払金利 

  ヘッジ方針 

   リスク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末（中間連結会計期間末を含む）

に個別取引毎のヘッジ効果を検証しているが、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又

は予定取引に関する重要な条件が同一であり、高い有効性があるとみなされる場合に

は、有効性の判定を省略している。 

３ 取引に係るリスクの内容 

  デリバティブ取引については、市場金利変動によるリスクを有しているが、借入金残高の

範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針である。なお、デリバテ

ィブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によ

るリスクはほとんどないものと認識している。 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

  デリバティブ取引の実行及び管理は「デリバティブ取引に係るリスク管理方針」に基づき

財務担当部署で行っている。 



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度、適格

退職年金制度、退職一時金制度を設けているほか、当社は確定拠出年金制度を導入してい

る。 

  なお、当社は基金型確定給付企業年金について退職給付信託を設定している。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  (平成18年２月28日) 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

(1) 退職給付債務 △37,652百万円

(2) 年金資産 25,204百万円

(3) 退職給付信託 4,421百万円

(4) 未積立退職給付債務
  (1)＋(2)＋(3) 

△8,026百万円

(5) 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

212百万円

(6) 未認識過去勤務債務 △2,801百万円

(7) 未認識数理計算上の差異 △3,223百万円

(8) 退職給付引当金 
  (4)＋(5)＋(6)＋(7) 

△13,839百万円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 (注) １ 「(8) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額である。 

       ２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上している。 

(1) 勤務費用 1,061百万円

(2) 利息費用 748百万円

(3) 期待運用収益 △442百万円

(4) 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

21百万円

(5) 過去勤務債務の 
  費用処理額 

△257百万円

(6) 数理計算上の差異の
  費用処理額 

249百万円

(7) 退職給付費用 
  (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 

1,381百万円

(8) その他 353百万円

計 1,734百万円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 (1) 退職給付見込額の期間配分方法 

             期間定額基準 

(2) 割引率 2.0％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

 (4) 数理計算上の差異の処理年数 

             主として13年 

 (5) 会計基準変更時差異の処理年数 

             一部の連結子会社を除き、会計基準変更時に一括費用処理してい

る。 



(税効果会計関係) 

  

  
  
前へ   次へ 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 306百万円

未払賞与 891百万円

退職給付引当金繰入限度超過額 5,218百万円

役員退職慰労引当金 136百万円

退職給付制度改定に伴う未払金 2,190百万円

たな卸資産評価損 100百万円

会員権評価損 89百万円

固定資産減損損失 1,974百万円

税務上の繰越欠損金 3,910百万円

固定資産未実現利益 221百万円

その他 4,274百万円

繰延税金資産小計 19,311百万円

評価性引当額 △5,220百万円

繰延税金資産合計 14,090百万円

繰延税金負債  

退職給付信託返還株式 △4,533百万円

その他有価証券評価差額金 △5,131百万円

圧縮積立金等 △3,960百万円

繰延税金負債合計 △13,626百万円

繰延税金資産の純額 464百万円

  

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 4,091百万円

固定資産－繰延税金資産 432百万円

固定負債－繰延税金負債 △4,059百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目

別の内訳 

  

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の

５以下であるため、記載を省略している。 



(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類を基準に事業内容を勘案し、百貨店業(衣料品、身の回り品、家庭用品、食料品、雑貨等

の販売)、スーパーマーケット業(食料品、家庭用品等の販売)、不動産賃貸業及びその他の事業に区分している。 

２ その他の事業の内容は、建装工事請負業、保険代理業等である。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はない。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はない。 

５ 「退職給付に係る会計基準」の一部改正 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」

の一部改正を適用している。これに伴い、従来の方法に比べ、百貨店業について、当連結会計年度の営業費用は 63百万

円減少し、営業利益が同額増加している。 

  

  百貨店業 
(百万円) 

スーパーマー 
ケット業 
(百万円) 

不動産
賃貸業 
(百万円) 

その他
の事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 310,751 26,927 2,079 4,178 343,936 ― 343,936

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 592 0 167 2,368 3,128 (3,128) ―

計 311,343 26,928 2,246 6,546 347,065 (3,128) 343,936

営業費用 305,705 27,081 933 6,232 339,953 (3,104) 336,849

営業利益又は 
営業損失(△) 5,638 △153 1,313 313 7,112 (24) 7,087

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出    

資産 196,892 6,977 15,704 4,843 224,417 (6,775) 217,642

減価償却費 4,957 180 260 22 5,420 (91) 5,329

減損損失 ― ― ― ― ― ― ―

資本的支出 7,448 221 56 9 7,735 (116) 7,619



所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日)において、全セグメントの売上高の合計額及び全

セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略した。 

  

海外売上高 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日)において、海外売上高が、いずれも連結売上高の

10％未満であるため記載を省略した。 

  

関連当事者との取引 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

該当事項はない。 

  

(１株当たり情報) 

  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 413円74銭

１株当たり当期純利益 32円21銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

  

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

連結損益計算書上の当期純利益 5,519百万円

普通株式に係る当期純利益 5,484百万円

 利益処分による役員賞与金 35百万円

普通株式の期中平均株式数 170,234千株



(重要な後発事象) 

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

（退職給付信託の解約に伴う特別利益の計上） 

 当社は、年金財政の健全化を目的として退職給付信託を設定しているが、株式市況の回復等

による年金資産運用の改善により、当連結会計年度末において企業年金基金の保有する年金

資産が退職給付債務に対し積立超過となり、その状態が継続することが見込まれることか

ら、平成18年３月30日開催の取締役会において、同日付で退職給付信託の全部を解約するこ

とを決議した。 

 これに伴い、平成19年２月期の中間連結財務諸表において、退職給付信託返還益 2,907百万

円を特別利益に計上する。 

  

（株式移転による純粋持株会社体制への移行） 

 株式移転による純粋持株会社の設立 

  当社は、平成18年４月13日開催の取締役会において株式移転により当社の完全親会社とな

る「株式会社松坂屋ホールディングス」を設立し、純粋持株会社体制へ移行することを決

議した。また、当該株式移転による純粋持株会社設立については、平成18年５月25日開催

の第161期定時株主総会において承認された。 

  株式移転の概要は、次のとおりである。 

 (1) 純粋持株会社設立の目的 

   松坂屋グループの一層の企業価値向上を実現し、機動的かつ柔軟な経営判断ができる体

制を構築するとともに、グループ各社の採算性と事業責任の明確化を図るため。 

 (2) 株式移転をなすべき時期 

   本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平成18年９月１日とする。 

 (3) 株式移転比率 

   当社の普通株式１株に対して純粋持株会社の普通株式１株を割当て交付する。 

 (4) 株式移転交付金 

   株式移転交付金の支払いは行なわない。 

 (5) 純粋持株会社の上場申請に関する事項 

   純粋持株会社は、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場申

請を行うことを予定している。なお、純粋持株会社の上場に伴い、当社は上場廃止とな

る予定である。 

 (6) 純粋持株会社の概要 

   ① 商号 

     株式会社 松坂屋ホールディングス 

   ② 事業内容 

     百貨店事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び

管理等 

   ③ 本店所在地 

     愛知県名古屋市 

   ④ 資本金 

     9,765百万円 



  
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (7) 新株予約権の完全親会社への承継 

   ① 当社は平成18年４月13日開催の当社取締役会において、「取締役の報酬額改定及び

株式報酬型ストックオプションの内容決定の件」、「監査役の報酬額改定及び株式

報酬型ストックオプションの内容決定の件」及び「従業員に対してストックオプシ

ョンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」と

して各新株予約権を発行することの承認を求める議案を、同年５月25日開催の定時

株主総会に付議することを決議し、承認された。上記新株予約権は、いずれも完全

親会社に承継される。 

   ② 承継後の新株予約権の内容 

    (a) 目的たる完全親会社の株式の種類 

      承継前の各新株予約権の目的たる当社株式と同種の純粋持株会社の株式 

    (b) 目的たる完全親会社の株式の数 

      新株予約権１個につき、(a)記載の純粋持株会社の株式 1,000株を割り当てる。 

      但し、必要がある場合には、承継前の各新株予約権と同様の株式数の調整を行う

ものとする。 

    (c) 権利行使に際して払込みをなすべき額 

      承継前の各新株予約権権利行使に際して払込みをなすべき額と同額とする。 

    (d) 新株予約権を行使することができる期間 

      承継前の各新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

    (e) 新株予約権の行使の条件 

      承継前の各新株予約権の権利行使の条件と同じとする。 

    (f) 新株予約権の消却 

      承継前の各新株予約権の消却事由及び消却の条件と同じとする。 

    (g) 新株予約権の譲渡制限 

      各新株予約権を譲渡するときは、純粋持株会社の取締役会の承認を要するものと

する。 



⑤ 連結附属明細表 

社債明細表 

  

(注) 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりである。 

  

借入金等明細表 

  

(注) １ 平均利率は、当期末残高に対するものである。 

２ 設備未払金である。 

３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりである。 

  

４ 親会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と極度額合計 12,000百万円のコミットメントライン契約

を締結している。当連結会計年度末において、本契約に基づく借入金残高はない。 

  

(2) その他 

該当事項はない。 

  

前へ     

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

㈱松坂屋 
第７回無担保 
普通社債 

平成16年 
３月31日 

3,000 3,000 0.20 なし 
平成21年
３月31日 

㈱松坂屋 
第８回無担保 
普通社債 

平成16年 
３月31日 

2,000 2,000 0.30 なし 
平成21年
３月31日 

㈱松坂屋 
第９回無担保 
普通社債 

平成18年 
２月28日 

― 3,000 0.47 なし 
平成23年
２月28日 

㈱松坂屋 
第10回無担保 
普通社債 

平成18年 
２月28日 

― 2,000 0.41 なし 
平成23年
２月28日 

合計 ― ― 5,000 10,000 ― ― ― 

1年以内 
（百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

― ― ― 5,000 5,000

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 18,732 6,738 0.61 ― 

１年以内返済予定長期借入金 4,372 3,166 1.31 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

32,388 34,797 1.00
平成19年３月～ 
平成34年９月 

その他の有利子負債 
注２ 

20 ― ― ― 

合計 55,513 44,702 ― ― 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内
(百万円) 

8,100 20,517 114 3,356



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日

株券の種類 
100株券、500株券、1,000株券、10,000株券の４種類。
このほか100株未満の株数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日 

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
  

名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店証券代行部 

  株主名簿管理人 
  

東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
  

中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき263円（税込）

  株券喪失登録手数料 
  

喪失登録申請 １件につき 9,030円（税込）
喪失登録株券 １枚につき  525円（税込） 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
  

名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店証券代行部 

  株主名簿管理人 
  

東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
  

中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

単元未満株式の買増し   

  取扱場所 
  

名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店証券代行部 

  株主名簿管理人 
  

東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
  

中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、名古屋市において発行する中日新聞に記載する。 
なお、電子公告は当会社のホームページに記載してあり、そのアドレスは次のとおり
である。 
 http://www.matsuzakaya-hd.co.jp/corporate/investment/ 



  

（注）１ 当社は平成18年９月１日設立であるが、事業年度は３月１日から２月末日である。 

２ 当社は単元未満株式についての権利を定款に定めている。当該規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単

元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができない。 

  (1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

  (2) 会社法第166条第１項各号の規定による請求をする権利 

  (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  (4) 単元未満株式の買増しを請求する権利 

３ 平成19年４月９日開催の取締役会において、下記のとおり株主名簿管理人の変更を決議した。 

   株主名簿管理人  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

   同事務取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

   同取次所     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

   事務取扱開始日  平成19年７月30日 

株主に対する特典 

１ 株主優待カードの発行 

  ２月末日現在 1,000株以上所有の株主に対し、一律に株主優待カードを発行す

る。 

  ただし、８月31日現在 1,000株以上所有の新規株主に対しても発行する。 

２ 株主優待カードによる現金割引販売 

  本カードの提出により、㈱松坂屋及び㈱横浜松坂屋において、現金お買上げ(特

殊商品のお買上げを除く)１口につき７％の割引を行う。 

３ 株主優待カードによる松坂屋美術館等への入場 

  本カードの提示により、本人及び同伴者１名が松坂屋美術館及び各店有料文化催

事へ無料で入場できる。 

４ 発行時期及び有効期限 

  基準日（２月末日及び８月31日）から３ヶ月以内に、それぞれ翌年５月31日まで

有効の優待カードを発行する。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

  

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

(1)  臨時報告書       
平成19年３月16日 

関東財務局長に提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３(株式移転が行われることが
提出会社の業務執行を決定する機関により決定したこと)に基づく臨時報告書である。 

            

(2)  
臨時報告書の 

訂正報告書 
      

平成19年４月11日 

関東財務局長に提出 

  平成19年３月16日に提出した臨時報告書の訂正報告書である。 

    

(3)  
発行登録書及び 

その添付書類 
      

平成18年12月26日 

関東財務局長に提出 

    

(4)  訂正発行登録書       
平成19年３月16日 

関東財務局長に提出 

  平成18年12月26日に提出した発行登録書の訂正発行登録書である。 

    

(5)  訂正発行登録書       
平成19年４月11日 

関東財務局長に提出 

  平成18年12月26日に提出した発行登録書の訂正発行登録書である。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 

  



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１９年５月２４日

株式会社松坂屋ホールディングス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社松坂屋ホー

ルディングスの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松坂屋

ホールディングス及び連結子会社の平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、株式会社大丸との経営統合に関する事項が記載されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 賢 次 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１９年５月２４日

株式会社松坂屋ホールディングス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社松坂屋ホー

ルディングスの平成18年９月１日から平成19年２月28日までの第１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松坂屋ホー

ルディングスの平成19年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、株式会社大丸との経営統合に関する事項が記載されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 賢 次 
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